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   第 ７ 回  熊本県議会  農林水産常任委員会会議記録 

 

平成31年３月12日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午後０時16分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第48号 平成31年度熊本県一般会計予

算 

議案第57号 平成31年度熊本県林業改善資

金特別会計予算 

議案第58号 平成31年度熊本県沿岸漁業改

善資金特別会計予算 

議案第85号 熊本県家畜保健衛生所条例の

一部を改正する条例の制定について 

議案第86号 熊本県立農業大学校条例の一

部を改正する条例の制定について 

議案第87号 熊本県国立研究開発法人森林

研究・整備機構事業特別徴収金徴収条例

を廃止する条例の制定について 

議案第88号 熊本県林業研究指導所条例及

び熊本県手数料条例の一部を改正する条

例の制定について 

閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

その他 

①平成30年度農林水産常任委員会にお

ける取り組みの成果(案)について 

  ――――――――――――――― 

出席委員(８人) 

        委 員 長 緒 方 勇 二 

        副委員長 松 村 秀 逸 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 磯 田   毅 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 中 村 亮 彦 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 農林水産部 

         部 長 福 島 誠 治 

       政策審議監 竹 内 信 義 

      生産経営局長 山 下 浩 次 

      農村振興局長 西 森 英 敏 

        森林局長 三 原 義 之 

        水産局長 木 村 武 志 

    農林水産政策課長 千 田 真 寿 

      団体支援課長 杉 山 正 三 

 流通アグリビジネス課長 井 上 克 浩 

      農業技術課長 酒瀬川 美 鈴 

      農産園芸課長 大 島   深 

         政策監 後 藤 雅 彦 

  首席審議員兼畜産課長 中 村 秀 朗 

  農地・担い手支援課長 下 田 安 幸 

      農村計画課長 渡 邉 泰 浩 

      農地整備課長 福 島 理 仁 

     むらづくり課長 久保田   修 

      技術管理課長 今 田 久仁生 

      森林整備課長 松 木   聡 

      林業振興課長 入 口 政 明 

      森林保全課長 古 賀 英 雄 

      水産振興課長 山 田 雅 章 

    漁港漁場整備課長 菰 田 武 志 

  農業研究センター所長 川 口 卓 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 門 垣 文 輝 

     政務調査課主幹 植 田 晃 史 

     ――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○緒方勇二委員長 それでは、ただいまから
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第７回農林水産常任委員会を開会いたしま

す。 

 本委員会に付託された議案等を議題とし、

これについて審査を行います。 

 まず、議案等について説明を求めた後、一

括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、説明を行われる際は、効率よく進め

るため、説明は着座のまま簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、農林水産部長から総括説明を行

い、続いて、付託議案等について担当課長か

ら順次説明をお願いします。 

 初めに、福島農林水産部長。 

 

○福島農林水産部長 おはようございます。 

 それでは、着座にて失礼いたします。 

 今回提案しております議案等の概要を御説

明します。 

 後議では、予算関係３件、条例等関係４件

を提案しております。 

 まず初めに、平成31年度当初予算について

ですが、一般会計695億円余、特別会計11億

円余、総額707億円余を計上しており、４カ

年戦略の総仕上げの年となることから、熊本

地震からの復旧、復興の確実な推進ととも

に、競争力ある農林水産業の実現に積極的に

取り組んでまいります。 

 その主な内容について、７つの柱に沿って

御説明します。 

 まず、１つ目は、生産を支える基盤の復

旧、復興です。 

 熊本地震で被災した農地や農業用施設等の

復旧を推進し、平成31年の営農再開100％の

実現を目指します。 

 また、排水機場を初めとする農業水利施設

の更新や農地の大区画化、農地中間管理機構

を活用した担い手への農地集積やハウスの耐

候性強化等に取り組みます。 

 ２つ目は、多様な担い手の確保、育成で

す。 

 農業においては、新規就業者の確保に向け

て、新たに研修用ハウスや新規就業者への貸

出ハウスの整備等の対策を講じるなど、啓発

から定着まで切れ目のない就業支援体制の充

実を図ります。 

 また、本年４月に新在留資格制度がスター

トすることを踏まえ、農業外国人材の受け入

れ、育成対策に取り組みます。 

 さらに、林業においては、くまもと林業大

学校を４月に開校し、現場での即戦力となる

人材や意欲と能力のある林業経営者を育成し

ます。 

 加えて、水産業においては、市町と連携し

て、新規漁業就業者確保に向けた取り組みを

推進します。 

 ３つ目は、農業生産力の回復、競争力のさ

らなる強化です。 

 ロボット技術やＩＣＴを活用したスマート

農業の推進体制を整備するとともに、高品質

化、収量向上のための品種の育種、選定等を

推進します。 

 また、圃場整備やハウス等の生産基盤強

化、担い手への農地集積を推進します。 

 さらに、畜産分野では、牧野の復旧による

放牧利用の拡大、家畜改良・疾病対策や、小

規模な繁殖農家への支援等の取り組みを強化

します。 

 ４つ目は、サプライチェーンの強化と県産

農林水産物等の認知度向上です。 

 くまもとの赤のプロモーションや、大都市

圏の量販店等と連携した効果的なトップセー

ルスを実施します。 

 また、６次産業化や企業参入の推進、新た

な輸出展開、フードバレー構想や地産地消の

推進などにより、国内外の流通、販売力を一

層強化します。 

 さらに、本年のラグビーワールドカップ、

女子ハンドボール世界選手権の県内開催を契

機として、農林水産物のＰＲ対策を強化する

とともに、2020年東京オリ・パラ選手村への
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食材提供に必要なＧＡＰ等の認証取得を推進

します。 

 ５つ目は、中山間地域における農のしごと

づくりです。 

 モデル地域におけるビジョン作成支援に加

え、収入の柱となる作物の導入、集落営農組

織化による担い手の確保対策、農泊や農家レ

ストラン、ジビエ利活用等の観光と連携した

複合収入の確保対策等を推進します。 

 また、これらの取り組みと一体となった基

盤整備と農地集積を引き続き推進し、持続可

能な農業、農村の確立に向け施策を強化しま

す。 

 ６つ目は、森林の再生と県産材の需要拡大

による森林経営の強化です。 

 地震の影響で崩壊した山地や治山施設の復

旧を引き続き計画的に推進します。 

 また、水とみどりの森づくり税に加え、新

たな財源として森林環境譲与税を活用した新

たな森林管理システムの円滑な運用を通じ、

森の担い手への森林集約化、多様で健全な森

林づくり、森林資源の循環利用に向けた再造

林など、公益的機能のさらなる発揮につなが

る対策を強化します。 

 さらに、公共建築物の木造化や、木材製品

の輸出促進に向けた取り組みを推進します。 

 ７つ目は、水産資源の回復と水産業経営の

強化です。 

 有明海、八代海等の再生のため、覆砂等に

よる干潟漁場の環境改善を行うとともに、八

代海におけるエビ等の共同放流体制の整備な

ど、漁業者等が行う資源管理の取り組みを推

進します。 

 養殖業においては、ＩＣＴを活用した養殖

システムの開発や、ヒトエグサ等の海藻増養

殖技術の開発、実用化等を推進します。 

 また、浜の活力再生プランが実現できるよ

う、国事業と連携した機器整備等への支援を

継続するとともに、ブリ、マダイ等の水産物

の海外輸出など、収入向上の取り組みを強化

します。 

 次に、条例等関係では、熊本県家畜保健衛

生所条例の一部を改正する条例など４件の条

例案件を提案しております。 

 以上が、今回提案しております議案の概要

でございます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当課長か

ら説明させますので、御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いいたします。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 お手元の農林水産常任委員会説明資料の１

ページをお願いいたします。 

 平成31年度当初予算総括表になります。 

 一番上の本年度予算額(A)欄の一番下にな

りますが、部長からも説明ありましたが、一

般会計で695億8,800万円余、特別会計で11億

1,800万円余、総額で707億600万円余となっ

ております。 

 予算の詳細につきましては、主なものにつ

いて各課から説明いたしますが、説明に入る

前に３ページをごらんください。 

 右側説明欄に記載のとおり、新規の事業や

事柄について、新規のものについてはマル新

と、予算の中で、ＴＰＰ及び日・ＥＵ・ＥＰ

Ａ対策についてはＴＰＰ等と、また、平成31

年度に本県で開催される国際スポーツ大会関

連事業については国スポと記載しておりま

す。 

 また、37ページをごらんください。 

 説明欄のとおり、防災・減災、国土強靱化

のための緊急対策として、現時点で確認でき

るものについては強靱化と記載しておりま

す。 

 それでは、恐れ入りますが、戻りまして２

ページをお願いいたします。 
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 農林水産政策課関係の予算でございます。 

 主なものについて説明いたします。 

 まず、一番上になります。 

 農業総務費のうち、職員給与費について

は、現在配置しております職員数により計上

しております。 

 職員給与費につきましては、各課同様でご

ざいますので、以降、各課の分も含め個別の

説明は省略させていただきます。 

 次に、下段の農政企画推進費ですが、３ペ

ージをお願いいたします。 

 説明欄の３、グローバル農業交流推進事業

は、農業分野におけるバリ州を初めとした海

外との技術交流等に要する経費になります。 

 ４、マル新、県内開催国際スポーツ大会地

域食材等ＰＲ事業は、新規事業で、県内で開

催される国際スポーツ大会における、主に主

会場のファンゾーンでの展開を中心とした県

産農林水産物のＰＲに要する経費です。 

 下段の農業公園費は、農業公園の指定管理

者への委託に要する経費等でございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 林業総務費で、中段の説明欄の水とみどり

の森づくり税ＰＲ事業は、同税の制度や成果

等の周知啓発に要する経費でございます。 

 同税を充当するその他の各事業は、関係課

から説明いたします。 

 農林水産政策課については以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○杉山団体支援課長 団体支援課でございま

す。 

 資料５ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、５ページの一番下の段の農業近代化

資金等助成費は、説明欄１の農業経営の近代

化に必要な施設整備等のための資金と、２の

営農負債を借りかえるための資金に対する利

子補給でございます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 上段は、ただいまの２つの資金について、

償還期間中の債務負担行為の設定をお願いし

ております。 

 一番下の段の農業信用基金協会出資金は、

農業者への融資が円滑に行われるための農業

信用基金協会に対する出捐でございます。 

 ７ページをお願いいたします。 

 上段の農畜産特別資金助成費は、家畜農家

の経営改善のための借りかえ資金等に係る利

子補給費助成でございます。 

 下段の認定農業者等育成資金助成費の主な

ものは、説明欄の２、県低利預託基金貸付金

で、認定農業者に低利の運転資金を融資する

ための貸付原資を預託するものでございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 経営対策資金助成費は、説明欄の１から３

までと５につきましては、以前に災害等対策

として創設した資金に係る利子補給費助成等

を行うものでございます。 

 また、４の平成28年熊本地震被害対策資金

は、被災農業者等が今後の経営に支障を来さ

ないよう、平成31年度も引き続き金融支援策

を実施するものでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 １段目の国庫支出金返納金は、農業改良資

金の平成30年度償還分のうち、国庫補助金見

合い分を返納するものでございます。 

 下から２段目の農業共済団体指導費につき

ましては、次の10ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の説明欄２、収入保険制度導入対策

事業は、収入保険制度に係る普及啓発のため

の経費をお願いしております。 

 また、２段目の農業共済制度等普及推進費

は、説明欄に記載のとおり、農業共済加入促

進事業として、引き続き、農業共済加入率の

向上のために掛金補助を市町村と連携して行

うものでございます。 
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 11ページをお願いいたします。 

 下段の林業金融対策費の内容は、説明欄の

とおり、林業振興資金貸付金で、林業関係団

体等の運転資金として金融機関に貸付原資を

預託するものでございます。 

 説明欄のとおり、(1)から次の12ページの

(6)まで、森林組合、椎茸農協や樹芸農協等

に対しまして、多様な資金需要に対応できる

ようメニューを設けております。 

 12ページの一番下の段、水産業協同組合指

導費のうち、次の13ページ、説明欄の３、赤

潮特約掛金補助と、５、養殖業等セーフティ

ーネット支援事業は、漁業共済の加入促進の

ために共済掛金の一部を助成するものでござ

います。 

 下段の漁業近代化資金融通対策費は、漁船

リースなど漁業経営の近代化を図るための資

金に係る利子補給を行うものでございます。 

 次の14ページをお願いいたします。 

 上段は、その償還期間中の債務負担行為の

設定をお願いしております。 

 下段の金融対策費のうち、説明欄の漁業振

興貸付金は、県海水養殖漁協と県漁連に対し

まして事業運営に必要な資金を融資するため

に、金融機関へ貸付原資を預託するものでご

ざいます。 

 15ページをお願いいたします。 

 説明欄の３は、漁業者の経営改善のための

借りかえ資金に係る利子補給、説明欄の４

は、資源管理計画、漁場改善計画及び浜の活

力再生に取り組む漁業者が設備投資を行うた

めに借り入れる資金に対して利子助成を行う

ものでございます。 

 ２段目は、ただいまの説明欄の３と４の利

子補給等につきまして、償還期間に係る債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 次に、17ページをお願いいたします。 

 林業改善資金特別会計でございます。 

 ３段目の林業・木材産業改善資金貸付金

は、林業者及び木材事業者の経営改善等を支

援するために貸し付ける無利子の資金でござ

います。 

 また、その下の国庫支出金返納金は、林業

改善資金貸付原資の減額に係る返納金でござ

います。 

 一番下の段の木材産業等高度化推進資金貸

付金は、林業関係団体等が経営の合理化等の

ために必要な運転資金を低利で融資するた

め、貸付原資を金融機関に預託するものでご

ざいます。 

 また、次の18ページをお願いいたします。 

 １段目、説明欄２の農林漁業信用基金借入

金償還元金は、木材産業等高度化推進資金の

貸付原資の２分の１を農林漁業信用基金から

県が借り入れておりますので、借入期間満了

により返済するものでございます。 

 同じく、18ページの下から２段目の一般会

計繰出金の主なものは、説明欄の２で、林業

改善資金貸付原資の減額に係る一般会計への

繰出金でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 沿岸漁業改善資金特別会計です。 

 ２段目の沿岸漁業改善資金貸付金は、近代

的な漁業技術の導入等に必要な資金を無利子

で貸し付けるものでございます。 

 団体支援課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○井上流通アグリビジネス課長 流通アグリ

ビジネス課です。 

 予算説明資料20ページをお願いいたしま

す。 

 主なものを説明いたします。 

 ４段目、農産物流通総合対策費についてで

すが、説明欄をお願いいたします。 

 １のフードバレー構想推進事業は、県南地

域の活性化に向けたフードバレー構想の推進

に要する経費であり、フードバレー推進協議

会活動を通じて、展示会、商談会などによる
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販路拡大、協議会会員の商品開発の支援など

を行います。 

 ２の異業種連携！６次産業化人材育成事業

は、６次産業化の取り組みの加速化に加え、

生産者、加工業者、流通販売関係者などが一

堂に会し、異業種間で連携を図りながら、一

緒に商品開発を行うセミナーを開催いたしま

す。 

 ３の地域未来モデル事業(農林水産分野)

は、主に地方創生の推進に寄与する企業の加

工機械やその附帯機器など、設備投資に対す

る助成を行うものです。 

 予算説明資料21ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄をお願いいたします。 

 ５の６次産業化商品魅力発信事業は、６次

産業化商品の魅力向上及び都市圏に向けた情

報発信に要する経費です。次年度、全国から

発酵食品の関係者を招き、全国発酵食品サミ

ットを実施いたします。 

 ７の農産物等セールス拡大加速化事業は、

都市圏での知事トップセールスによる県産農

林水産物の認知度向上及び販路拡大に要する

経費です。あわせて、国際スポーツ大会推進

部とも連携し、女子ハンドボール世界選手権

大会のＰＲも行います。 

 予算説明資料22ページ目をお願いいたしま

す。 

 説明欄の最上段をお願いいたします。 

 ９のくまもとの未来を築く子どもたちへの

学校給食支援事業は、学校給食における県産

食材の利用促進に要する経費で、地場産品の

供給のモデルづくり、モデル献立の作成、配

付などを行います。 

 最下段、ブランド確立・販路対策費につい

てですが、説明欄をお願いいたします。 

 １の次代の輸出拡大チャレンジ事業です。

新規事業です。 

 県産農林水産物の輸出拡大に向けた動植物

検疫や使用農薬による輸入制限など、各国へ

の輸出条件の調査を実施いたします。また、

県内の輸出推進体制の検討も行います。 

 予算説明資料23ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄の最上段をお願いします。 

 ３の海外輸出拡大プロモーション事業は、

香港、シンガポール、台湾などの現地消費者

の嗜好、ニーズに沿った輸出展開や、香港な

どでの知事のトップセールス、マカオやマレ

ーシアなど新たな事業拡大のためのプロモー

ションに要する経費です。 

 予算説明資料24ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄の最上段をお願いいたします。 

 ９の地産地消でおもてなし事業です。新規

事業です。 

 国際スポーツ大会における選手等のウエル

カムパーティーでの県産農林水産物を使って

熊本テーブルを設置して装飾展示を行い、あ

わせて試食会を開催するために必要な経費で

す。 

 流通アグリビジネス課は以上です。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○酒瀬川農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 予算説明資料の25ページをお願いいたしま

す。 

 主な予算と事業を説明させていただきま

す。 

 まず、一番下の段の農業改良普及管理運営

費でございます。 

 説明欄の１の協同農業普及事業でございま

すが、普及職員の現地での活動費や調査研究

費、そして県下11地域の農業普及・振興課の

管理運営等に要する経費でございます。 

 次のページ、26ページをお願いいたしま

す。 

 上段の農業改良普及推進費でございます。 

 説明欄の１の新規事業、スマート農業普及
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推進事業でございますが、これは、スマート

農業を推進するための体制整備及び農業情報

拠点サイトの開設に要する経費でございま

す。 

 具体的には、農業機械等導入後の費用対効

果を把握するため、各地域の普及職員がドロ

ーンや搾乳ロボットなどを導入されている農

業者の労働時間や収支を調査し、経営指標を

作成いたします。また、最新機械の展示やフ

ォーラムを開催し、機運の醸成を図ってまい

ります。さらに、この経営指標や栽培技術、

試験研究の成果などの情報を幅広く提供でき

る農業情報拠点サイトを開設し、情報提供を

行います。 

 ２の新規事業、次世代につなぐ営農体系の

確立支援事業は、スマート農業技術の導入を

検討する地域協議会に対する助成でございま

す。 

 次に、27ページをお願いいたします。 

 中ほどにあります農業気象対策事業費でご

ざいます。 

 説明欄にありますとおり、阿蘇火山等活動

の降灰対策として、土壌酸性化を矯正する資

材購入の助成や降灰量の測定、分析に要する

経費でございます。 

 28ページをお願いいたします。 

 上段の土壌保全対策事業費でございます。 

 説明欄の１の農業生産工程管理(ＧＡＰ)導

入促進事業でございますが、県版ＧＡＰ及び

国際水準ＧＡＰの取り組み拡大や認証取得の

支援、また、東京オリパラなどの国際大会へ

ＧＡＰ認証農産物を供給するための販売促進

活動等に要する経費でございます。 

 ２の地下水と土を育む農業総合推進事業で

ございますが、これは、地下水と土を育む農

業を推進するための県民運動の展開やグリー

ン農業の推進などに要する経費でございま

す。 

 次のページ、29ページをお願いいたしま

す。 

 下段の農業研究センター費の管理運営費で

ございます。 

 これは、29ページから31ページにかけまし

て、説明欄の職員給与費に加えまして、農業

研究センターの本部及び各研究所の管理運営

や維持補修等に要する経費などでございま

す。 

 31ページをお願いいたします。 

 下段の企画経営情報費でございます。 

 次のページの32ページの説明欄にございま

す、４、次世代農業ローカルイノベーション

創出事業(過年度分)でございますが、平成29

年度の国の経済対策としまして、29年度２月

補正で予算化をお願いいたしまして、30年度

へ繰り越して事業を実施しているものでござ

いますが、資材や人材不足等による入札不調

などで、今年度内の工事契約締結ができない

ことも想定し、平成31年度当初予算としても

計上をお願いしているものでございます。 

 なお、本事業につきましては、設計見直し

や再入札を行うなどの取り組みを行った結

果、年度内での契約締結のめどが立っており

ます。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 ３段目の試験研究費でございますが、これ

は、説明欄にありますとおり、作物、野菜、

花卉、茶、果樹などの耕種部門の栽培技術の

研究に要する経費でございます。 

 次に、34ページをお願いいたします。 

 ３段目の試験研究費でございますが、こち

らは、右側の説明欄にありますとおり、畜産

部門における家畜の飼養管理や草地管理等の

試験研究費でございます。 

 農業技術課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 資料の36ページをお願いいたします。 

 ４段目の新しい農業の担い手育成費につき
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ましては、右の説明欄２の農業外国人材受入

体制整備事業は、この４月から施行されます

新在留資格に対応した制度の周知、推進を図

るとともに、今回新たにパイロット地区を設

定して、受け入れ環境の整備を支援するメニ

ューを追加しております。 

 37ページをお願いいたします。 

 ３段目の農業気象対策事業費につきまして

は、右の説明欄１の農業用ハウス強靱化緊急

対策事業は、国の国土強靱化対策の一つとし

て、農業用ハウスの補強などを支援する事業

でございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 米麦等品質改善対策事業費につきまして

は、右の説明欄２の主要農作物種子生産改善

対策事業は、優良種子を確保するとともに、

安定供給する体制をこれまでと同様に堅持す

るため、わずかではありますけれども、前年

より予算を増額して取り組みを進めてまいり

ます。 

 39ページをお願いいたします。 

 ２段目の畑作振興対策費につきましては、

右の説明欄の地域特産物産地づくり支援対策

事業は、お茶の高品質化につながる被覆資材

や共同利用機械の導入などを支援する事業で

す。 

 ３段目のい業振興対策費につきましては、

右の説明欄２のいぐさ・畳表生産体制強化支

援対策事業は、イグサハーベスタなどの省力

化機械施設の導入支援を行う事業でございま

す。 

 40ページをお願いいたします。 

 野菜振興対策費につきましては、右の説明

欄１の攻めの園芸生産対策事業は、野菜、果

樹、花卉の生産力の維持増大、気象災害に負

けない産地づくりに必要な施設、機械の導入

を支援する事業でございます。 

 41ページをお願いいたします。 

 最下段の債務負担行為の設定につきまして

は、野菜の価格安定対策資金の支払い保証に

必要な限度額を設定するものでございます。 

 42ページをお願いいたします。 

 １段目の花き振興対策費につきましては、

右の説明欄１のくまもとの花生産流通推進事

業は、花の周年生産・供給体制づくりや生花

プロジェクトに取り組む事業です。今回新た

に国際スポーツ大会での生花活用を支援する

メニューを追加しております。 

 ２段目の果樹振興対策費につきましては、

右の説明欄２の果樹競争力強化推進事業は、

高品質生産技術の導入に向けた実践活動を支

援する事業でございます。 

 43ページをお願いいたします。 

 １段目の生産総合事業費につきましては、

右の説明欄２の産地パワーアップ事業は、国

のＴＰＰ等対策の一つであり、産地の生産体

制強化に向けた施設整備などに対して助成を

行う事業でございます。 

 ２段目の水田営農活性化対策費につきまし

ては、次のページで説明しますので、44ペー

ジをお願いいたします。 

 右の説明欄５のくまもと土地利用型農業競

争力強化支援事業は、米などの低コスト生産

に必要な機械導入を支援する事業です。今

回、中山間地域などのニーズに応じて作業時

期の異なる複数の産地で共同利用する機械導

入を支援するメニューを追加しております。 

 説明欄６の中山間地域等ＪＡ参入営農モデ

ル事業は、中山間地域においてＪＡが営農を

開始する際に支援を行う事業でございます。

参入後のモデルＪＡの経営安定と複合部門へ

の新展開を支援する、いわゆるフォローアッ

プ事業を新たにメニューに追加して取り組み

を進めてまいります。 

 農産園芸課の説明は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中村畜産課長 畜産課でございます。 

 資料の45ページをお願いいたします。 

 まず、下段から２段目の畜産総合対策事業
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費において、前年対比で大幅な減となってお

ります。これは、畜産クラスター事業におい

て、平成29年度経済対策分については、平成

30年度当初予算に計上した一方、平成30年度

の２次補正分については、さきの２月補正に

計上したことによる減でございます。 

 最下段の畜産生産基盤総合対策事業費でご

ざいます。 

 説明欄の１の家畜改良増殖総合対策事業

は、各地域において肉用牛、繁殖雌牛の改良

に取り組む地域組織への助成や、優良な雌牛

を地域内に保留する取り組みを支援するもの

でございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 説明欄の４の放牧活用型草原等再生事業

は、阿蘇の草原再生や中山間地域の耕作放棄

地の解消を図るため、放牧に必要な牧柵、給

水施設等の条件整備や家畜導入を行う農業団

体に助成するものでございます。 

 あわせまして、新規事業として、説明欄の

５の阿蘇草原復興支援事業を計上しておりま

す。 

 これは、震災後、国事業を活用して牧野の

復旧を進めてまいりましたが、牧野奥地の復

旧が一部残っておりますので、牧道整備等に

対して助成するもので、熊本地震復興基金を

一部活用しております。 

 47ページをお願いいたします。 

 説明欄の６の阿蘇草原スマート農業実証事

業は、畜産分野におけるスマート農業技術実

証に取り組むため、新たに計上しておりま

す。 

 これは、放牧牛及び草地の管理の省力化に

向けたＩＣＴ技術導入の実証に要する経費で

ございます。具体的には、遠隔地から放牧地

の牛の健康状態をスマートフォンで確認する

システムや、阿蘇草原の傾斜地の草刈り作業

を無人機械により行う実証を計画しておりま

す。 

 説明欄の７の畜産経営バックアップ事業

は、肉用牛生産基盤を支える小規模、高齢な

畜産農家が、病気や事故により毎日の飼養管

理ができず、やむなく牛を手放すケースも発

生しております。今回新たにこういった小規

模、高齢畜産農家を支援するため、ヘルパー

組織の設立、運営に要する経費に対する助成

を計上しております。 

 次に、下段の畜産経営安定対策事業費でご

ざいます。 

 説明欄の１の家畜畜産物価格安定対策事業

は、肉用牛、肉豚、鶏卵の市場価格変動によ

る農家の損失補塡するための基金を造成する

ものでございます。 

 説明欄の３の畜産総合対策事業は、畜産経

営技術の高度化を図るための指導、助言や、

畜産農家の経営を補完する共同利用施設等の

施設整備を支援するものでございます。 

 48ページをお願いいたします。 

 循環型耕畜連携体制強化事業費でございま

す。 

 説明欄の１、２、３、４の事業は、畜産環

境保全の指導、堆肥の広域流通等に対する経

費及び飼料用米等の自給飼料増産のための体

制整備に対する助成でございます。 

 49ページをお願いいたします。 

 上段の畜産物市場流通戦略対策事業費でご

ざいます。 

 説明欄の１、２、３の事業は、畜産物のブ

ランド化や消費拡大に要する経費、東京オリ

ンピック・パラリンピックの食材供給に向け

た畜産ＧＡＰの認証取得を推進する経費及び

輸出拡大や海外への銘柄保護の取り組みを助

成するものでございます。 

 また、今回、国際スポーツ大会おもてなし

として、ファンゾーンでのあか牛の試食販売

や県産畜産物のＰＲに係る経費を増額してお

ります。 

 50ページをお願いいたします。 

 上段の家畜保健衛生所整備費でございま

す。 
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 平成31年度は、阿蘇家畜保健衛生所の調

査、施工工事及び城南家畜保健衛生所の設計

を計上しております。 

 また、城南家畜保健衛生所施工工事及び阿

蘇家畜保健衛生所の解体工事等が平成32年度

までかかるため、債務負担行為の設定もお願

いしております。 

 最下段の家畜衛生・防疫対策事業費でござ

います。 

 説明欄の１、次の51ページの説明欄の２、

３、４、５、次の52ページの説明欄６、７に

つきましては、県内５つの家畜保健衛生所の

管理運営に要する経費や、家畜伝染病発生予

防、発生時の防疫資材の備蓄に要する経費を

計上しております。 

 この中の51ページの説明欄の４の熊本型Ｅ

ＢＬ清浄化対策事業を新たに予算計上してお

ります。これは、牛白血病の清浄化に向けた

データ収集及び検体の分析に取り組む経費で

ございます。 

 畜産課は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 説明資料の53ページをお願いいたします。 

 主なものを御説明いたします。 

 まず、農業総務費の中の農村地域農政総合

推進事業費でございますが、右側の説明欄を

お願いいたします。１から４まで、いずれも

担い手育成に関する事業でございます。 

 この中で、説明欄中ほどの３、くまもと農

業経営相談所総合支援事業につきましては、

昨年５月に開所しましたくまもと農業経営相

談所において、農業者からの相談に対してワ

ンストップで対応をサポートするための活動

への助成でございます。現時点までに80の経

営体を対象に対応しております。来年度も引

き続き実施をしてまいります。 

 続きまして、次の54ページをお願いいたし

ます。 

 説明欄７の農地集積加速化事業と８の農地

中間管理機構事業につきましては、担い手へ

の農地集積を促進するための事業でございま

す。 

 31年度におきましては、一般の農地集積促

進地区20地区に加え、樹園地地区として新た

に４地区を設けて、中山間地果樹園での集積

の取り組みを強化してまいります。 

 続きまして、55ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄９の農地流動化推進事業につきまし

ては、農地の売買事業を行います県農業公社

等に対しての活動を助成するものでございま

す。 

 下段の債務負担行為の設定につきまして

は、この農業公社が行う農地売買等支援事業

のために借り入れました資金に対する損失補

償としまして、債務負担行為の設定をお願い

するものでございます。 

 続きまして、56ページの上段をお願いいた

します。 

 上段の債務負担行為の設定は、農地中間管

理機構が借り入れた農地の条件整備資金等に

関する損失補償としまして、債務負担行為の

設定をお願いするものでございます。 

 次に、２段目の農業委員会等振興助成費に

つきましては、市町村農業委員会及び県農業

会議が行います農地事務、農地集積や耕作放

棄地解消等、農地利用最適化等の取り組みに

対する助成でございます。 

 次に、最下段の説明欄、農業次世代人材投

資事業につきましては、新規就農者に対しま

す従前の青年就農給付金に係る支援でござい

ます。 

 平成31年度は、前年の実績を上回る994人

分の予算化をお願いして、さらなる新規就農

者の確保に活用していきたいと考えておりま

す。 

 次に、57ページをお願いいたします。 
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 新しい農業の担い手育成費に関するもので

ございます。 

 説明欄２の熊本型新規就農総合支援事業に

つきましては、親元就農や新規参入希望者を

対象に、相談から定着までトータルで支援す

る仕組みの構築に要する経費に加えまして、

31年度は、新規就農希望者に全国の中で熊本

県を就農先として選んでもらい、新規就農者

の増加につながるような新たな支援策を設け

ることとしております。 

 具体的には、県独自に認定研修機関におけ

る技術研修のためのハウス施設整備、営農開

始時の初期投資を軽減するための中古を活用

した貸出ハウスの整備等に対する助成を実施

し、啓発から定着まで切れ目のない就農支援

体制の充実を図ってまいります。 

 続きまして、３の熊本とつながる農業外国

人材育成事業につきましては、先ほど農産園

芸課から説明がありました農業外国人材受入

体制整備事業での働く場の提供に加え、本事

業で学びの場を提供したいと考えておりま

す。外国人材を本県農業発展のパートナーと

して捉え、雇い手農業者と農業外国人材、両

者がウイン・ウインとなる関係の構築に向

け、熊本ならではの外国人材育成を図ること

としております。現在、農業大学校に建設中

の研修交流館を活用しまして、熊本で働く農

業外国人材を対象とした農業の技術と知識向

上のためのスキルアップ講座を開催してまい

ります。 

 次に、58ページの上段、農業構造改善事業

費をお願いいたします。 

 説明欄１の担い手づくり支援交付金事業に

つきましては、平成30年度までの経営体育成

支援事業の組みかえ事業でございます。国の

事業名称変更に伴いまして、県の事業名称も

変更しておりますが、内容としましては、引

き続き、担い手農業者の発展状況に応じて、

必要な農業用機械、施設の導入に対して助成

を行ってまいるものです。 

 次に、２の被災農業者向け農舎等復旧支援

事業についてでございます。 

 熊本地震で被災しましたハウス、畜舎、農

機具、施設等につきましては、震災復旧緊急

対策経営体育成支援事業により、平成28年度

から30年度までに約１万件の整備を進めてま

いりまして、そのほとんどはこの３月までに

完了する見込みとなっております。 

 ただ、その中で、地震の被害が甚大であり

ました西原村、益城町においては、町村が実

施します農舎等を建設する予定の敷地に係る

宅地復旧公共工事の完了が３月以降となり、

年度内に農舎等の整備ができない案件が生じ

ております。 

 このため、今回、町村が実施する宅地復旧

工事後に施工する18件の農舎等の再建整備に

対する助成を、国の支援も求めながら、関係

町村と協調して実施するための事業の予算化

をお願いしているものでございます。 

 次に、58ページの下段から61ページにかけ

ましては、農業大学校に関する予算でござい

ます。 

 この中で、次の59ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄５の研修部運営費でございます。こ

の予算の中で、新たに平成28年度の国の地方

創生拠点整備交付金を活用して、現在整備建

設中の研修交流施設の保守点検等、運営に要

する経費についてお願いしているものでござ

います。この施設では、先ほど申し上げまし

た外国人材の学びの場あるいは若手農業者の

研修の場等、幅広い人材育成に活用したいと

考えております。 

 続きまして、60ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄10のスマート農業実践による就農促

進事業でございます。 

 これは、農業大学校におけるスマート農業

の取り組みの一つとしまして、県内農業高校

と連携しまして、花卉部門でのＩｏＴ技術を
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活用した栽培データ収集システムを構築する

とともに、技術向上につなげ、ひいては農業

大学校への進学希望あるいは就農者の増加に

もつなげていきたいと考えております。 

 続きまして、61ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄11の農業大学校新技術導入施設整備

事業(過年度分)につきましては、畜産関係で

の生産性向上新技術を学べる施設の整備を行

うものでございます。平成29年度の国の地方

創生拠点整備交付金を活用して予算化し、30

年度に繰り越して事業を実施しているもので

ございますが、入札の不調等で今年度内の契

約締結ができないことも想定されることか

ら、再度、平成31年度当初予算としても計上

をお願いしているものでございます。 

 なお、２月初めの時点で３つの工事が残っ

ておりましたが、２つの工事は再入札で落札

し、残り１つの工事も年度内に契約を完了で

きるよう、現在入札の手続を行っておりま

す。年度内での契約締結に向けまして、最大

限の努力をしてまいります。 

 農地・担い手支援課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○渡邉農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 主なものについて御説明申し上げます。 

 資料63ページ、下から２段目でございま

す。 

 国営土地改良事業直轄負担金でございま

す。 

 右の説明欄にございますとおり、川辺川地

区ほか３地区の土地改良事業に係ります直轄

負担金でございます。 

 同じページの下段、土地改良事業等指導監

督費でございます。 

 説明欄の１にありますとおり、新規事業、

土地改良施設資産評価情報整理事業、これ

は、今年度の土地改良法の改正に基づきまし

て、複式簿記の導入に必要な土地改良施設の

資産評価の算定に係る事業でございます。 

 64ページをお願いいたします。 

 下段の土地改良施設維持管理事業費でござ

います。 

 説明欄１にありますとおり、土地改良施設

突発事故復旧事業、ポンプの停止等、土地改

良施設の突発事故時における緊急対応に要す

る経費を計上させていただいております。 

 そのほか、土地改良施設の維持管理等に係

る経費を、次ページ、65ページにまたがりま

して記載させていただいているところでござ

います。 

 次の66ページをお願いいたします。 

 上段の農業農村整備調査計画費でございま

す。これは、県営農業農村整備事業の実施に

当たりまして基礎調査等を行う事業でござい

ます。 

 上から３段目でございます。 

 県営土地改良調査計画費でございます。こ

れは、事業の新規予定地区の事業の調査計画

に要する経費でございまして、国から補助を

受けて実施するものでございます。 

 次ページ、67ページをお願いいたします。 

 上から３段目、団体営農業農村整備事業費

でございます。これは、市町村等が実施いた

します農地や農業用施設の整備に関する事業

でございます。 

 同じページの最下段、海岸保全直轄事業負

担金でございます。これは、右の説明欄にご

ざいますとおり、直轄海岸保全施設整備事業

を実施中の玉名横島地区に係ります事業負担

金でございます。 

 農村計画課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○福島農地整備課長 農地整備課でございま

す。 

 68ページをお願いします。 

 主なものについて御説明いたします。 
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 ５段目の土地改良費でございますが、69ペ

ージをお開きください。 

 ３段目の農業生産基盤整備事業費ですが、

これは、農業生産基盤を整備することにより

まして、高収益作物の導入拡大や高品質、低

コストの農産物の生産振興、農業経営の安定

向上を図るための事業です。これは、昨年度

まで、県営かんがい排水事業費、農道整備事

業費、県営畑地帯総合整備事業費、県営経営

体育成基盤整備事業費、農業経営高度化支援

事業費として別々に計上しておりました予算

を今年度から統合いたしまして、新たに農業

生産基盤整備事業費として計上しているもの

です。説明欄には、(1)から(5)までの旧事業

ごとに記載しておりますが、全部合わせまし

て、松の木堰地区ほか58カ所で整備を行うも

のです。 

 70ページをお願いいたします。 

 当事業では、６地区の債務負担行為の設定

をいたします。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 第一海路口地区、１つ飛ばしまして、古閑

浜地区、昭和地区、大口西部地区につきまし

ては排水機場の整備でございます。２番目の

松の木堰地区と、71ページになりますけれど

も、氷川下流地区におきましては頭首工の整

備や改修を行うものです。 

 次に、農地防災事業費ですが、72ページを

お願いします。 

 これは、農地農業用施設等への災害の発生

を防止するための事業でございまして、(1)

から(3)まで合わせまして、豊川南部地区ほ

か31カ所で計上しております。 

 当事業におきましても、４地区で債務負担

行為の設定をいたします。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 硴江地区、金剛地区、73ページをお開きい

ただきまして、亀松地区、豊川中央地区で、

全て排水機場の整備を行うものでございま

す。 

 次に、３段目の農地災害復旧費です。 

 下から２段目の団体営農地等災害復旧費に

つきましては、地震及び豪雨等で被災した農

地や農業用施設の復旧を行う市町村等に対し

まして助成を行う事業でございます。 

 最下段の県営農地等災害復旧費は、地震及

び豪雨等で被災した農地や農業用施設の復旧

等を県が行う事業でございます。 

 74ページをお願いします。 

 本事業におきましても、１地区で債務負担

行為の設定をいたします。 

 右側の説明欄をごらんください。 

 大切畑地区におけるダムの災害復旧工事を

行うものでございます。 

 農地整備課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

○久保田むらづくり課長 むらづくり課でご

ざいます。 

 資料75ページをお願いいたします。 

 ３段目、農政諸費でございます。 

 説明欄の１、世界農業遺産推進事業でござ

います。これは、阿蘇地域の認定効果を発揮

させるため、取り組みを支援する経費でござ

います。 

 説明欄の２でございます。 

 阿蘇草原再生・しごと創生プロジェクト推

進事業、これは、阿蘇地域の草原再生と農

業、畜産業の振興を推進するための野草堆肥

を供給するためのシステム構築に要する経費

でございます。 

 あけていただきまして、76ページをお願い

いたします。 

 上段、山村振興対策事業費でございます。 

 説明欄の１でございます。 

 中山間地域等直接支払事業、これは、生産

条件の厳しい中山間地域におきまして、農業

生産活動等を行う農業者等に対しまして直接

支払う交付金でございます。 

 同じく、説明欄の２でございます。 
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 くまもと里モンプロジェクト推進事業、美

しい景観や文化、コミュニティーの維持、創

造等により、農山漁村の活性化を目指す住民

団体の基礎的な地域活動を支援する経費でご

ざいます。 

 77ページでございます。 

 ２段目、農作物対策推進事業費でございま

す。 

 説明欄１の地域ぐるみの鳥獣被害防止対策

パワーアップ事業、鳥獣被害防止のための施

設の整備や活動に対します助成、人材育成、

普及啓発に要する経費でございます。 

 説明欄の２、くまもとジビエ活用支援事業

でございます。捕獲をいたしました鹿、イノ

シシ等の肉を貴重な地域資源として有効活用

するためのＩＣＴシステムの導入等に要する

経費でございます。 

 78ページをお願いいたします。 

 最下段、県営中山間地域総合整備事業費で

ございます。 

 説明欄１のとおり、同じ事業でございます

けれども、地理的条件の非常に厳しい中山間

地域におきまして、傾斜の急な水田の整備、

あるいは狭い集落内の道路の整備といったも

の、農業生産基盤と生活環境基盤を総合的に

整備をする経費でございます。 

 79ページにかけてでございます。 

 説明欄の２、中山間地域基盤整備加速化事

業でございます。 

 これは、中山間地域の基盤整備を実施しま

す地区におきまして、農地集積等の度合いに

応じて促進費を交付する支援がこれまでの支

援でございます。今回、これに加えまして、

新たに整備工事を実施します地区の早期完了

に向けまして、一部非公共予算を投入をし

て、中山間地域の振興の加速化を図り支援を

する、それを拡充したところでございます。

いずれも事業に伴います農家負担の軽減を図

るための助成でございます。 

 説明欄の３、中山間農業モデル地区支援事

業、中山間地域のうち、特に生産条件が厳し

い地区において、農業ビジョン策定に対する

支援並びに本ビジョンに基づきます基盤整

備、農業機械等の施設整備に要する費用、経

費でございます。 

 ２段目、中山間ふるさと・水と土保全対策

事業費でございます。 

 説明欄にございます中山間地域サポート推

進事業、中山間地域の農地等が有します多面

的機能の発揮につながる啓発活動、あるいは

農福連携、農観連携等、他分野との連携を支

援する経費でございます。 

 ３段目、農地・水・環境保全向上対策事業

費でございます。 

 説明欄にございます多面的機能支払事業で

ございます。これは、農業や農村の有する多

面的機能の維持、発揮を図るために、農家や

住民が共同で行います草刈り、水路の泥上

げ、農道の補修等、農地の保全活動に対する

助成でございます。 

 むらづくり課は以上でございます。御審議

よろしくお願いいたします。 

 

○今田技術管理課長 技術管理課でございま

す。 

 説明資料80ページをお願いします。 

 ３段目の地籍調査費でございます。県内17

市町村が行います地籍の明確化を図るための

地籍調査事業に要する経費でございます。 

 ５段目の農業土木行政情報システム費でご

ざいます。 

 説明欄の１の電子入札・工事進行管理シス

テム開発事業は、電子入札、工事進行管理な

どの運営経費の農業土木負担分でございま

す。 

 説明欄２、農地情報図(ＧＩＳ)負担金です

けれども、農地情報図を、県、それから市町

村、農業関係機関で共同利用するために要す

る経費に係る負担金でございます。 

 81ページをお願いいたします。 
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 ３段目の林政諸費でございます。電子入

札、工事進行管理などの運営経費の林務水産

負担分でございます。 

 技術管理課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 新たな取り組みなど、主なものにつきまし

て御説明いたします。 

 資料の82ページをお願いいたします。 

 ３段目の林政諸費、説明欄の１と２の事業

に関してでございますが、いずれも来年度、

平成31年度から開始される新たな森林管理シ

ステム、この運営を支援するための事業とな

っております。 

 説明欄１の新たな森林管理システム活動支

援事業は、市町村の業務運営に対しまして、

指導、助言等の支援を行う体制を整備するも

のでございます。 

 また、説明欄２の熊本県森林情報共有シス

テム構築事業では、市町村が行う事務を効率

的に進めるため、県や市町村が保有する森林

資源情報や森林所有者情報などを一元的に管

理する森林クラウドを構築することとしてお

ります。さらには、市町村が行う間伐等の事

業発注に係る積算システムの開発に要する経

費を盛り込んだ事業でございます。 

 なお、これら２つは、県にも配分がされま

す森林環境譲与税を活用する事業となりま

す。 

 資料の84ページをお願いいたします。 

 ２段目の水とみどりの森づくり事業費でご

ざいます。 

 説明欄１の森林資源循環利用推進事業は、

戦後造成してきた森林資源が利用期を迎え、

主伐面積が増加をする中で、持続的な森林経

営が行われるよう、伐採後の再造林を推進す

るための事業でございます。 

 具体的には、植栽への助成のほか、下刈り

への助成を拡充するとともに、初期成長にす

ぐれ、下刈り作業の省力化などにつながると

期待される杉のエリートツリーの実証展示林

を県有林に新たに設置し、県内への普及を図

る取り組みを主な内容としております。 

 85ページをお願いいたします。 

 最下段の林業普及指導費でございますが、

説明欄１の林業成長産業化地域創出モデル事

業につきましては、昨年の５月に国から地域

指定をいただきました奥球磨地域における林

業の活性化に向けた取り組みをソフト面で支

援する事業でございます。 

 １枚めくっていただきまして、86ページの

説明欄２の事業、伐木プロフェッショナル魅

力発信事業につきましては、実際に山で働く

若手の林業従事者にチェーンソーを使った伐

採ですとか枝払いなどを県内のイベント等に

おいて格好よく実演をしてもらいまして、林

業の魅力を発信しようとする事業でございま

す。４月に開校いたしますくまもと林業大学

校を目指す若い人材を掘り起こすとともに、

林業担い手の確保につなげることも意図した

事業でございます。 

 説明欄の３、森林資源を活用した山村活性

化チャレンジ支援事業につきましては、山村

地域で森林資源を活用した取り組みを展開し

ようとする意欲的な方々を支援しようとする

事業でございます。 

 例えば、近年、林業界におきましては、熊

本県は成長の早い樹種でありますセンダンの

造林地の先進地として注目をされておりま

す。産地化に向けて取り組もうとしている団

体がございます。例えば、このようなチャレ

ンジの芽を育てるための事業として御提案を

させていただいております。 

 資料87ページをお願いいたします。 

 最下段の造林事業費でございますが、説明

欄１の森林環境保全整備事業は、植栽、下刈

り、間伐などの一連の造林事業に助成するも

のでございます。 
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 説明欄２の主伐・植栽一貫作業システム支

援事業は、森林の伐採いわゆる主伐の際に使

用する大型機械をそのまま枝葉の整理ですと

か苗木の運搬等に活用することで、植栽作業

の効率化やコスト削減を図るための事業でご

ざいます。 

 １枚めくっていただきまして、88ページの

説明欄の３、林建・異業種連携森林整備促進

事業は、林業事業体等が建設業者やその他の

異業種の方々と連携をして、森林整備や路網

整備を実施する取り組みを支援するものでご

ざいます。 

 森林整備課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 新たな取り組みなど、主なものについて御

説明いたします。 

 資料の92ページをお願いいたします。 

 まず、最下段の林業労働力対策事業費でご

ざいます。喫緊の課題となっております林業

担い手の確保、育成を図るものです。 

 説明欄１のくまもと林業大学校人財づくり

事業は、４月に林業大学校を開校し、次世代

をリードする幅広い林業担い手や林業経営者

の育成を図りますが、その運営等に要する経

費を計上しております。 

 ちなみに、林業大学校のメーンとなります

１年間の長期課程は、20名の定員でスタート

する予定でございます。委員の皆様には、Ｐ

Ｒ等大変お世話になり、心より感謝申し上げ

ます。 

 93ページをお願いいたします。 

 説明欄３、意欲と能力のある林業経営者育

成推進事業は、４月から始まる新たな森林管

理システムにより、新たに発生する森林整備

の受託者として、その意欲と能力のある経営

者を育成するものでございます。内容は、森

林整備や木材生産の増加につながる機械導入

等に対する助成でございます。 

 その下、４、地域の森を育てる担い手育成

支援事業は、森林所有者が新たに自伐林家に

なるための働きかけを行う林業研究グループ

に、指導に要する機械導入等を助成するもの

でございます。 

 94ページをお願いいたします。 

 ３段目の県産木材需要拡大対策費でござい

ます。利用期に達した木材の活用を進めてま

いります。 

 １のくまもとの木を活かす木造住宅等推進

事業は、木造住宅等建築に柱や板材を提供す

るものですが、来年度から木材が見える形で

使われるように、補助対象者を建築主から工

務店に変更して実施してまいります。 

 次の２、くまもと地域材利用拡大推進事業

は、住宅をつくる際、県民の皆様に地域材を

利用した木造住宅を選択していただくため

に、現地見学会や木造住宅セミナー等を行う

地域住宅生産者グループに助成するものでご

ざいます。 

 95ページをお願いいたします。 

 ４、くまもとの木材グローバルセールス支

援事業は、県産木材の輸出に向けた取り組み

でございます。毎年、丸太を中心に順調に伸

びてはおりますが、今後は、特に、付加価値

の高い製材品の輸出を促進するため、和室を

コンセプトとした県産材活用を提案するな

ど、販路開拓を進めてまいります。 

 最下段の林産物振興指導費でございます。 

 説明欄１の食べる竹・使う竹・魅せる竹生

産支援事業は、荒れた竹林を活用していこう

という取り組みで、伐竹業者や竹林所有者等

が行う竹林の整備や、竹を切るのに必要な機

械導入のレンタル等に要する助成でございま

す。 

 96ページをお願いいたします。 

 最下段の林業・木材産業振興施設等整備事

業費は、説明欄１にありますように、木材を

製材加工する施設や県産木材を活用した公共
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施設等の整備に対する助成でございます。 

 97ページをお願いいたします。 

 林道費でございます。 

 森林整備や林業生産性の向上、山村の生活

環境の改善等を図るための事業でございま

す。 

 ２段目の林道事業費から、98ページの４段

目、単県林道事業費にかけて、それぞれの説

明欄にありますように、県営林道の開設や市

町村営林道の開設、改良、舗装などを実施す

るものでございます。 

 最下段の過年林道災害復旧費につきまして

は、説明欄にありますように、平成29年度及

び30年度に発生した林道災害の復旧を行うも

のでございます。 

 林業振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○古賀森林保全課長 森林保全課でございま

す。 

 説明資料の100ページをお願いいたしま

す。 

 最下段、水とみどりの森づくり事業費は、

説明欄のとおり、１の水とみどりの森づくり

推進事業として、さまざまな団体が実施する

森づくり活動に対する補助でございます。 

 説明資料の101ページをお願いいたしま

す。 

 １段目、説明欄の２の水とみどりの森づく

り普及促進事業として、森林ボランティア団

体への情報提供等の支援や人材育成、森林環

境教育に要する経費でございます。 

 説明資料の102ページをお願いいたしま

す。 

 ２段目、治山事業費は、説明欄の１の治山

事業と２の治山激甚災害対策特別緊急事業を

計上しております。国の国土強靱化の予算枠

も活用することとしております。特に、治山

激甚災害対策特別緊急事業は、地震により発

生した山地災害で、緊急かつ集中的に実施が

必要な治山事業です。 

 ３段目、緊急治山事業費については、説明

欄のとおり、山地災害箇所を緊急に復旧する

災害関連事業でございます。現年発生の山地

災害に備えて待ち受け予算でお願いするもの

でございます。 

 説明資料の103ページをお願いいたしま

す。 

 １段目、単県治山事業費については、国土

強靱化関連の地方財政措置を活用することと

しており、その内訳として、説明欄の１の単

県治山事業(県営事業)は、国庫補助の対象と

ならない治山施設の復旧や小規模な山地災害

の復旧を行うもので、阿蘇市上廻畑地区ほか

22カ所で実施いたします。 

 ２の単県治山事業(市町村営事業)は、市町

村が行う治山事業に対する助成で、天草市上

六田地区ほか９カ所で実施いたします。 

 ３の森林保全施設管理整備事業は、落石防

護柵等の機能回復のための工事を行うもの

で、球磨村俣口地区ほか２カ所で実施いたし

ます。 

 説明資料の104ページをお願いいたしま

す。 

 ２段目、保安林整備事業費です。 

 この事業は、説明欄のとおり、保安林の機

能を維持、強化するための下刈りや本数調整

伐等の森林整備を実施する事業で、球磨村伊

弥平地区ほか62カ所で実施いたします。 

 最下段、みどり森林管理事業費です。 

 説明欄をごらんください。 

 １のみどり空間管理事業は、県の森林公園

の管理費でございます。 

 説明資料の105ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の２の県民の森林
も り

づくり緊急整備事

業は、立田山森林公園の施設整備に要する経

費です。 

 ３段目、過年治山災害復旧費については、

過年発生の災害により被災した治山施設の復
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旧を実施する事業で、水上村小麦尾地区ほか

４カ所で実施いたします。 

 ５段目、直轄災害復旧事業負担金について

は、地震により被災した治山施設のうち、国

が代行して実施する災害復旧事業に対する負

担金です。 

 森林保全課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 主な事業について御説明させていただきま

す。 

 107ページをお願いいたします。 

 下段の浅海増養殖振興事業費でございま

す。 

 説明欄１に、新規事業として、スマート養

殖業技術開発事業をお願いしております。 

 これは、魚類養殖における労働の効率化や

生産性の向上のため、ＩＣＴを活用した自動

給餌機システム等の技術開発を行う取り組み

に対し支援するものでございます。 

 また、次の説明欄２に、新規事業として、

くまもと養殖業国際水準化促進事業をお願い

しております。 

 これは、県産養殖水産物の国際競争力強化

のため、国際的認証制度となるマリンエコラ

ベルを取得する養殖業者及び漁協に対し支援

をするものでございます。 

 108ページをお願いいたします。 

 同じく、浅海増養殖振興事業費の説明欄４

に、「クマモト・オイスター」生産・ブラン

ド化推進事業をお願いしております。 

 これは、クマモト・オイスターの種苗生産

や養殖技術の向上とともに、新たな産業とし

ての育成を図り、本県を代表する熊本ブラン

ドとして確立を図るものでございます。 

 109ページをお願いいたします。 

 上段、水産物流通対策事業費の説明欄１

に、新規事業として、ＥＵ向けくまもとの魚

輸出促進事業をお願いしております。 

 これは、ことしの２月に発効いたしました

日・ＥＵ・ＥＰＡを契機に、ＥＵ向けに新た

に輸出に取り組む漁協の加工施設の認定や販

路開拓の取り組みを支援し、輸出促進を図る

ものでございます。 

 また、説明欄４に、新規事業として、漁業

チャレンジ就業支援事業をお願いしておりま

す。 

 これは、新規漁業就業者の確保、育成に向

けて、地域の仕組みづくりを支援するととも

に、漁業就業者の定着に向けた支援を行うも

のでございます。 

 110ページをお願いいたします。 

 下段の漁場環境等対策事業費でございま

す。 

 説明欄３に、水産多面的機能発揮対策事業

をお願いしております。 

 これは、水産業、漁村の活性化を図ること

を目的として、漁業者等が行う藻場や干潟の

環境や生態系保全など、水産業、漁村の多面

的機能の発揮に資する活動の支援を行うもの

でございます。 

 111ページをお願いいたします。 

 上段、水産資源保護育成事業費の説明欄１

に有明海・八代海再生事業をお願いしており

ます。 

 これは、有明海、八代海における魚介類の

生息環境調査や増養殖技術開発を通じて、漁

業の再生と生息環境の改善を行うものです。

この事業で、来年度から、八代海で新たに市

町や漁協と連携したアシアカエビやクルマエ

ビなどエビ類の共同放流を加えて行うもので

ございます。 

 また、次の説明欄２に、さかながとれる豊

かな海づくり事業をお願いしております。 

 これは、本県水産物の安定供給と漁業経営

の収益性の向上を図るため、稚魚の共同放流

等の実施に対する助成、資源管理型漁業と栽

培漁業の推進を図るものでございます。 
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 少し飛びますが、114ページをお願いいた

します。 

 水産研究センター費をお願いしておりま

す。 

 説明欄２に、新規事業として、水産研究イ

ノベーション加速化事業をお願いしておりま

す。 

 これは、資源管理につなげるため、タチウ

オに含まれる微量元素の分析による生態の解

明を行うなど、産学官連携による研究開発に

要する経費でございます。 

 また、次の説明欄３に、稼げる食用海藻高

度化事業をお願いしております。これは、有

用海藻類の増養殖研究に要する経費でござい

ます。 

 115ページをお願いいたします。 

 説明欄12に、水産研究センター施設保全事

業をお願いしております。 

 これは、水産研究センターの屋上防水工事

など、施設保全計画に基づく施設の改修、保

全に要する経費でございます。 

 116ページをお願いいたします。 

 説明欄15に、漁業調査船「ひのくに」代船

建造事業をお願いしております。これは、老

朽化した漁業調査船の代船を建造するもので

ございます。 

 なお、代船の建造が平成32年度に及ぶた

め、債務負担行為の追加をお願いしておりま

す。 

 水産振興課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○菰田漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課で

ございます。 

 資料の117ページをお願いいたします。 

 中段の水産環境整備事業費は、右側説明欄

にありますとおり、覆砂等による干潟の底質

改善や藻場の造成等に要する経費で、漁場の

生産力の回復や生息場の環境改善を目的に、

有明海東地区ほか２地区で施工を予定してお

ります。 

 最下段の漁港関係海岸保全事業費につきま

しては、主に堤防や護岸等の海岸保全施設の

整備を行う事業で、右側説明欄１は、海岸施

設の長寿命化計画を策定される市町に対する

助成でございます。 

 118ページをお願いいたします。 

 上段、説明欄２の災害関連大規模漂着流木

等処理対策事業費につきましては、災害によ

り海岸に漂着した流木やごみ等の処理に要す

る経費でございます。 

 次に、単県漁港改良事業費は、右側説明欄

１の単県漁港改良事業費と２の単県漁港漁場

施設補修事業費は、国庫補助対象事業の対象

とならない小規模で局部的な整備や補修を行

う経費でございます。 

 119ページをお願いいたします。 

 中段の漁港管理費の右側説明欄２は、さき

の11月議会で指定管理者の指定について御承

認いただきました牛深漁港浄化施設の管理委

託費でございます。 

 ３の県管理漁港内放置船対策事業は、平成

31年度の組みかえ新規事業で、近年増加して

おります放置船の発生を抑制するために、船

舶所有者への自己責任による廃船処分及び適

正な廃船処理方法の周知など、啓発活動を行

うための経費でございます。 

 下段の漁港施設機能強化事業費につきまし

ては、防波堤や岸壁等の改良及び機能診断等

により漁港施設の機能強化を図るための経費

でございまして、丸島漁港ほか３漁港を予定

しております。 

 120ページをお願いいたします。 

 上段の漁村再生整備事業費につきまして

は、既存施設の有効活用等を図る観点から、

漁港施設や生活環境の整備を行うために要す

る経費及び市町に対する助成でございまし

て、塩屋漁港ほか５漁港を予定しておりま

す。 

 ２段目の漁港関係港整備事業費につきまし
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ては、右側説明欄にあります水産物供給基盤

機能保全事業におきまして、漁港施設の長寿

命化対策工事による更新コストの平準化及び

縮減を図るために要する経費で、熊本地区ほ

か９地区を予定しております。 

 下段の水産生産基盤整備事業費につきまし

ては、説明欄１にありますように、浅海域に

おける漁場、藻場、干潟、養殖場と当該漁場

等に関連する漁港施設の整備を行うために要

する経費で、御所浦漁港の整備を、また、２

の市町に対する助成につきましては、天明漁

港ほか１漁港を予定しております。 

 121ページをお願いいたします。 

 ２段目の海岸漂着物等地域対策推進事業費

につきましては、台風や大雨等により海域へ

流入する流木等の回収処分に要する経費でご

ざいますが、先ほど118ページで御説明した

災害関連事業に採択されない流木等の回収処

分費でございまして、これまで水産振興課と

当課において取り組んでおりました事業を31

年度より一本化したものでございます。 

 最下段の現年漁港災害復旧費につきまして

は、県管理漁港及び漁場施設等で災害が発生

した場合に災害復旧を図るために要する経費

でございます。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中村畜産課長 畜産課でございます。 

 説明資料の122ページをお願いいたしま

す。 

 １件、条例の改正がございます。 

 熊本県家畜保健衛生所条例の一部を改正す

る条例の制定でございます。 

 123ページの概要をごらんください。 

 ２の条例改正の趣旨及び３の改正内容にご

ざいますとおり、農業保険法施行規則の施行

に伴い、家畜保健衛生所に係る診療の使用料

の額の算定根拠を改めることから、関係規定

を整備するものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 説明資料の124ページをお願いいたしま

す。 

 議案第86号、熊本県立農業大学校条例の一

部を改正する条例の制定をお願いするもので

ございます。 

 内容につきましては、資料の127ページの

概要をお願いいたします。 

 先ほど予算説明の中でも申し上げました

が、概要資料の２、条例制定の趣旨及び３の

改正内容(1)にありますように、農業大学校

に新たに研修交流館を設置することとしてお

り、この設置に伴い、当該施設のうち、会議

室、宿泊施設等の使用許可、使用料等に関す

る規定を整備する必要が生じたため、条例の

一部を改正する条例の制定をお願いするもの

でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○渡邉農村計画課長 農村計画課でございま

す。 

 資料128ページ、第87号議案、熊本県国立

研究開発法人森林研究・整備機構事業特別徴

収金徴収条例を廃止する条例について御説明

申し上げます。 

 説明は、次の129ページでさせていただき

ます。 

 国立研究開発法人森林研究・整備機構は、

旧の独立行政法人緑資源機構でございます。 

 １の廃止前条例の概要にありますとおり、

緑資源機構が廃止前に実施した農用地に関す

る事業、これは、南小国町、小国町で基幹農

林道の整備等を実施いたしました阿蘇小国郷

区域特定中山間保全整備事業のことでござい

ます。これに伴います特別徴収金の額等を規



第７回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成31年３月12日) 

 

 

 

- 21 - 

定する条例でございます。 

 特別徴収金とは、米印にありますとおり、

事業により整備された農用地等を目的外用途

に供した場合に徴収できるものでございま

す。 

 ２の条例制定の趣旨にありますとおり、特

別徴収金を徴収できる期間、８年間が終了を

いたしまして、その期間に農用地を目的外用

途に供した事案がないことを確認したため、

今回、当条例を廃止するものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

○松木森林整備課長 森林整備課でございま

す。 

 資料の130ページをお願いいたします。 

 第88号議案、熊本県林業研究指導所条例及

び熊本県手数料条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。 

 132ページにその概要をまとめておりま

す。 

 林業研究指導所は、くまもと林業大学校の

県北校の拠点となるなど、林業に関する研修

機能を充実させた施設になることから、その

名称を熊本県林業研究・研修センターに改め

ること、及び10月１日からの消費税率引き上

げを踏まえ、試験設備の使用料の額を改定す

ること、この２つを内容とする条例でござい

ます。 

 森林整備課は以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のまま説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○中村亮彦委員 資料の57ページなんですけ

れども、新規就農者に関することで、説明欄

の新のところなんですが、２番で親元就農や

新規参入希望者に対する助成なんですけれど

も、研修専用ハウス、それから貸出ハウスの

整備に関する助成ということになっています

けれども、新規参入者におかれては、最初の

初期投資というのが大変大きな壁になるとい

うふうに思いますので、この助成、非常にい

いことだと思います。熊本型ということです

ので、オリジナルな対策なんだろうというふ

うに思うんですけれども、この研修専用ハウ

スと貸出ハウスなんですが、貸出ハウスとい

うぐらいですから、一旦貸し出して、そし

て、いずれは恐らく撤去されるんだと思うん

ですけれども、これは、ある一定の期間を貸

し出すというようなことを設けてらっしゃる

のか、もしくはその経営がある程度軌道に乗

った時点で引き揚げるというふうなことで決

めてあるのか。もし、その経営が軌道に乗っ

たということを判断してからということにな

るならば、何をもってその軌道に乗ったとい

うふうに、どちらなのか、お聞きしたいと思

うんです。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 ２番の熊本型新規就農総合支援事業の中の

新規の事業といたしまして、研修専用ハウ

ス、それから貸出ハウスの整備等に対する助

成を新たに始めることとしております。 

 研修専用ハウスにつきましては、今県内に

17の認定研修機関がございます。この研修機

関が、新たに農業に入ろうと思われる方々の

研修を受け入れるに当たって、その受け入れ

用のハウスが不足しているという声が研修機

関からも届いております。その研修機関が受

け入れるためのハウスを整備することで、多
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くの希望される方が熊本で研修を受けて、そ

して熊本で就農につながるようにということ

で、施設整備を支援することとしておりま

す。 

 委員からお話がありました貸出ハウスにつ

きましても、認定研修機関が整備をして新規

就農者に貸し出すという形をとるシステムと

しております。この際の貸出期間につきまし

ては、ハウスの耐用年数がある期間は貸し出

しをしていくという形で考えておりまして、

その後につきましては、借りている本人と貸

し出しをしている認定研修機関の間で話をし

まして、借りている方がそのまま使いたいと

おっしゃるときは、そのまま継続して使える

ようにすることで、経営の途中で引き揚げる

ようなことにならないようにということで考

えております。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員 耐用年数が過ぎても本人が

使えると判断すれば、そのハウスは使える、

本人の専用のハウスとして使えるということ

でいいですか。これは、あげたみたいなもの

にならないですか。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 利用に係る利用料を事前に徴収をしますの

で、その利用料を全額払い終わった後にとい

うことでございます。整備に要した経費につ

いては、新規就農者の方から──県が２分の

１補助しますので、残り２分の１分について

は、新規就農者の方に支払いをしていただく

ということを条件にしております。 

 

○中村亮彦委員 ２分の１ですね。はい、わ

かりました。だったらいいんですけれども、

これ貸出ハウスとなっていますので、何かそ

のところがですね。２分の１は負担するんで

すね。はい、いいです。 

 以上です。 

 

○西岡勝成委員 57ページですけれども、私

の質問にも知事も答えてもらって、熊本とつ

ながる農業外国人材育成事業、これは熊本農

大でやるんですか。どういうことでやるの

か、内容をもうちょっと詳しく。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 ３番の熊本とつながる農業外国人材育成事

業につきましては、場所としましては、農業

大学校に今建設をしております研修交流館が

４月から使えるようになりますので、この研

修交流館を主な場所として活用していきたい

というふうに考えております。 

 それから、内容につきましては、新たに新

在留資格で熊本に来られる外国人材の方々、

ベトナムとか中国とか、その他の国からもお

いでになるかと思いますが、それぞれの国別

に講座を設けまして、年間５回の講座をそれ

ぞれの国の方々に実施をしていくということ

で考えております。 

 その内容につきましては、農業の基礎的な

知識から作物別の栽培技術、それから土づく

り、防除等について専門家から学習してもら

うことで、それぞれの農業外国人の方のスキ

ルがアップをして、みずからもっと学びたい

とか、もっと話を聞きたいという方につきま

しては、その後もフォローアップをしていき

たいというふうに考えております。 

 

○西岡勝成委員 すると、生徒は休暇をとっ

て、その研修生は来るという形になるんです

かね。 

 

○下田農地・担い手支援課長 農地・担い手

支援課でございます。 

 外国人材の方々が研修に来る際に休暇をと

ってこの研修会に来ることになるかにつきま
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しては、それぞれ受け入れていらっしゃる

方、農家の方々、窓口となっている農協の方

々と打ち合わせをして取り組みをしたいとは

考えております。まだ今から打ち合わせをさ

せていただくことにしております。 

 

○西岡勝成委員 関連して。 

 これ、農のほうだけ今こうやってやられ

て、水も林も多分日本の技術というのをやっ

ぱり学んで帰りたいという人たちが多いと思

うんですね。そういう、ここに来て学べると

いうことになると、熊本は選ばれる県になる

と思うんですけれども、ほかの水とか、林は

林業大学校もできるけれども、そういうのは

考えてないんですかね。水とか。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 水産業につきましては、現時点として、ほ

とんどはまだ外国人実習制度のほうは活用は

されておりません。 

 漁船漁業関係につきましては、今天草漁協

のほうが受け入れ団体の許可の手続をされて

いるというふうなところでございます。そう

いうふうなものが進んでいきましたら、私ど

もがどういう支援ができるのかということ

を、また引き続き考えていきたいと思ってお

ります。 

 また、養殖業につきましては、養殖の対

象、この研修の対象となっているものが非常

に限られているということで、具体的には、

カキとホタテガイ養殖のみというふうな限定

をされているというところから、現在、県内

の養殖業も活用されてないという状況でござ

います。 

 これにつきましては、やはり魚類養殖、う

ちの県、魚類養殖が盛んでございますが、魚

類養殖でも活用したいし、貢献をしたいとい

うようなことで、本県の海水養殖漁協のほう

から全国団体のほうに要望を上げられまし

て、その間口を広げてほしいということで今

動きをされているところでございます。 

 それから、ノリ養殖業についても、やはり

人手不足というふうなお話があっておりま

す。ただ、なかなか外国人のほうまでまだ具

体的な話があっておりませんので、ここら辺

については、県漁連あたりと意見をしっかり

と交換をして、私たちに何ができるのかとい

うものを考えていきたいと思っております。 

 農業と比べますと、かなりおくれている部

分ではございますけれども、一生懸命、今後

取り組んでいきたいというふうに思っており

ます。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 林業における外国人材の受け入れ状況につ

いて御説明申し上げます。 

 まず、林業においては、技能実習生は今い

らっしゃらないという状況でございます。 

 それから、昨年ですけれども、事業体関係

にアンケート調査をやっております。そのと

きに、多くの事業体は人手不足ということで

感じていらっしゃいます。ですけれども、積

極的に外国人材を受け入れたいかということ

ではないということで、それは受け入れたい

ということは思わないという答えでございま

した。理由といたしましては、林業が危険を

伴うということで、コミュニケーションが特

に重要だということと、また、一人前になる

には時間が長くかかるということでなかなか

難しいんじゃないかというような御意見もあ

ってございます。 

 それから、今委員おっしゃいましたよう

に、日本人の担い手をまず確保するというこ

とで、林業大学校が開校いたします。そこで

しっかり新規就業者を確保していくというこ

とと、現在働いている方、全般含めてなんで

すけれども、労働安全の徹底とか適切な賃金

の確保というのが、労働環境の改善ですね。
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これに努めていくことが大事だと思っていま

すので、その辺頑張っていきたいと考えてお

ります。 

 

○西岡勝成委員 外国人にしろ、後継者にし

ろ、教育というのは非常に大事で、ぜひそう

いう機会を得ながら、ぼくとやっぱり水産業

に来てもなかなか使い物になる話じゃないん

ですよ、なかなか。やっぱり基礎知識をちゃ

んと学んでから入ると全然違うと思うので、

水産にしても、「熊本丸」は25億も幾らもか

けてつくっている話でして、ああいうのをう

まいぐあいに活用して、ぜひ──ぼくとやっ

ぱり入っていくのはなかなか、水産なんて簡

単に──農業よりも難しいと思います。板子

一枚がもう地獄というようなところで仕事す

るわけですから、土曜も日曜もないし、天気

で休みだったりするようなところですから、

非常に就業しにくいところですので、その辺

はやっぱりソフトランディングを、いろいろ

教育をしながら進めていただき、ぜひ後継者

ができるように、外国人にしても後継者にし

てもよろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにございませんか。 

 

○磯田毅委員 95ページですけれども、特に

県北の山林を見ると、非常に竹が繁茂して、

木が押されぎみというところを見て心配した

ことがあるんですけれども、ここで食べる

竹・使う竹・魅せる竹生産支援事業というの

が新しく始まるということで、竹の有効利用

があれば、自然と整備されてくるかと思いま

すけれども、ただ、輸入タケノコですね。多

分中国から来ると思いますけれども、その量

と国産の割合ですね、自給というか。そうい

う中で非常に低いと思いますけれども、そう

いう竹の駆逐と、そして竹の活用ということ

を考えると、やはりこの事業は進めていくべ

きだと思うんですけれども、そこあたりの国

内のタケノコのですね。輸入とかなんかはど

れぐらいあるんですか。 

 

○入口林業振興課長 済みません。今輸入量

の数字がすぐ出てこないので、後から申し上

げますけれども、おっしゃるように、ほとん

ど外国産だと思っております。ただ、タケノ

コの生産量につきましては、熊本県、全国第

３位の生産量を誇っておりますので、今後

は、この荒れた竹林も含めまして、そういっ

た竹林の活用を促していきたいと思っており

ます。後ほどちょっとお答えさせていただき

ます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにございませんか。 

 

○西山宗孝委員 77ページ、地域ぐるみの鳥

獣対策ということで、パワーアップ事業が上

がってますが、昨年度よりも当初予算ベース

で増額になっているということで、中身をも

う少し。といいますのは、これまでの農作物

の被害についての金額でなかなかままならな

い地域もあるんですけれども、里のほうに鳥

獣が、イノシシですけれども、地域によって

おりてきて、その地域ぐるみでいろんな勉強

会なりを最近やられたところもあるんです。

学生、高校生、中学生まで入れて始められた

ということで、県のほうも何かオープンで参

加していただいたということを聞いたんです

けれども、具体的に、これに対するどういっ

た支援を、予算ベースでもいいんですけれど

も、お考えであるのか、お聞かせいただけれ

ばと思います。 

 

○久保田むらづくり課長 全体的な予算とし

ては、前回も御説明申し上げましたけれど

も、大きいところは、これは施設整備がかな

り多く占めております。具体的には、防護柵

とか電気柵とか、そういったものの整備。そ

れと、県内で約５万頭近く今捕獲をされてい
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るイノシシ、鹿の捕獲に対する補助金です

ね。これが大半を占めてます。しかしなが

ら、予算ベースでいっても、そのハードと比

べてソフトについても予算額は低うございま

すけれども、今委員からお話がございました

周知徹底を図るというのも非常に重要なこと

でございます。 

 前回も申し上げました、宇土半島等におい

て非常に増加の傾向ということでございます

けれども、地域によって非常にいわゆる増加

率というのが差があるというのが専門家の助

言としていただいております。そこをやって

いくためには、今特に進めておりますような

強化月間ですね。こういったところを中心と

して、県内の各地にそういった餌づけストッ

プの重要性といいますか、そこをさらに広げ

ていくというところが１点。それと専門家を

招聘していろんなところで啓発をやってもら

っていますけれども、やはり熊本の地域の特

徴を知った、熊本独自のそういった鳥獣被害

防止対策を指導する指導者を育成をしていく

と、そういったところについても並行して進

めていきたいと思ってございますし、具体的

に申しますと、強化月間で設置をしましたマ

イスター集落の例えば育成であるとか、ある

いはそういった指導をいたします「えづけば

やめなん隊」のそういった隊員ですね。ある

いはマスタークラスとして今指導に来られて

いる方と匹敵するような、いわゆるビギナー

クラスじゃなくて指導者のレベルの高いほう

ですね。そちらのほうを目指して今後進めて

いきたいと思ってございます。 

 

○西山宗孝委員 柵とかハンターによる対策

とかいうことは、もう重々承知なんですが、

町部に近いところについては、そういった被

害が出つつあるわけですよね。私が今お尋ね

したいのは、後のほうの話であって、ぜひと

もそういった形で、餌づけをしてくれるなと

言っても、農地でもないところなので非常に

厳しいこともありますので、そういったソフ

ト策についても十分検討していっていただき

たいということをお願いしておきたいと思い

ます。 

 もう１ついいですか。済みません。 

 

○緒方勇二委員長 はい、どうぞ。 

 

○西山宗孝委員 これは別の話ですけれど

も、国土強靱化の事業が、30年度の補正で、

新年度も含めて３年間で、全国予算で７兆円

規模でお話がありましたが、ここにもきょう

ありますように、今確認できる範囲での強靱

化という項目は、説明お伺いしたんですけれ

ども、どうも何か市町村の方々が、この強靱

化についての理解といいますか、これからで

きるであろうその予算についての期待もある

ところはあるんですけれども、そのあたりは

県と少し市町村になると温度差があるのかな

という感じがしてるんですが、どのように現

状ではお考えか、お伺いしたいんですけれど

も。 

 

○緒方勇二委員長 各課にまたがってますけ

れども……。 

 

○西山宗孝委員 一番最初にお伺いした農林

水産政策課のほうでもいいと思うんですけれ

ども。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 防災・減災、国土強靱化につきましては、

西山委員がおっしゃるように、３年間で７兆

円の別枠の臨時特別の措置として国のほうが

予算措置されております。平成31年度におき

ましても、1,207億円がこの防災・減災、国

土強靱化分としての措置が行われてまして、

新たに防災インフラの整備を推進するため

に、枠の確保以外にも地方財政措置ですね。
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従来であれば、単県事業で地域防災計画を前

提とした事業が対象としてたのを、さらに枠

を拡大して、対象を拡大して緊急自然災害防

止対策事業債という名前になっております

が、新たに防災インフラの整備を推進するた

めの起債あたりも整備されております。これ

は市町村も県も使えるはずだと思いますが、

現時点において、県、市町村の差について

は、市町村独自の取り組みが新しく対象にな

ったかは、ちょっと把握しておりませんの

で、別途ちょっと調べさせていただければと

思います。 

 

○西山宗孝委員 今おっしゃったところだと

思うんですよね。３年間といっても、30、

31、32ですかね。 

 

○千田農林水産政策課長 対象は、平成30年

度の先日の２次補正ですね。それと31年度、

32年度まで３カ年度にわたる対象期間となっ

ております。 

 

○西山宗孝委員 市町村のことは多分、十分

把握されてないというような話ですけれど

も、２次補正時点では、市町村の方、なかな

か強靱化という意識はあんまり認識がなかっ

たような感じがするんですが、いよいよ30、

31に向けて、そういった予算もできましょう

し、従来の予算に加えての話だろうから、ま

あいい機会であるので、市町村は市町村でと

いう話になることもありましょうけれども、

よく県のほうからいろんな情報なりお話をし

ていただければと思っておるんですけれど

も、高めていただきたいということ。 

 

○千田農林水産政策課長 委員おっしゃると

おりに、農林水産部の事業におきましても、

市町村と連携している取り組みはもちろんご

ざいますし、また、県庁内、市町村課もござ

いますので、新しい財政措置につきまして

は、十分情報交換しながら、積極的に枠の確

保については取り組んでいきたいと思いま

す。 

 

○西山宗孝委員 お願いします。 

 

○吉永和世委員 報告といいましょうか、き

のう地元ＪＡの方とお話しする場があって、

ハウスの補強事業、これはすごく好評でござ

いましたので、御報告したいと思います。 

 それと質問ですが、せっかくなので、林業

大学校、４月からスタートということでござ

いまして、大変林業関係者からも注目を集め

ていると思いますし、期待をされていること

だと思うんですが、今後の流れ、開校までの

流れと、開校後も１年で修了するでしょうけ

れども、入学されるのが20名定員で、どうい

う方々が入ってこられるのかというのがちょ

っと知りたいなと思いまして、ぜひお願いし

たいと思います。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 林業大学校、今合格者は20名出しまして、

入校希望というか、最終確認を今やっており

ます。それで、４月12日に入校式をやりたい

ということで今計画を進めているところでご

ざいます。 

 それから、合格者20名の状況でございます

けれども、まず、年代から申し上げますと、

10代が６名、20代が４名、30代が３名、40代

が７名でございます。10代全て新卒、高卒者

でございまして、林業関係高校から２名と普

通高校から４名いただいております。 

それから、県内外別に申し上げますと、県

内が15名、県外が５名ということでございま

す。県外の方につきましては、Ｉターン者が

３名、Ｕターン者が２名でございます。 

それから、男女別に申し上げますと、男性

が19名、女性が１名でございます。 
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それから、受講希望地で申し上げますと、

県北校が13名、県南校が７名となっておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 県外からも来ているという

のに非常にびっくりしたんですけれども、大

変いいことかなというふうには思います。こ

れから入学されて１年実習されるわけでしょ

うけれども、要は、ここに求人が来ると思っ

ていいわけですか。 

 

○入口林業振興課長 求人は、途中で、県と

いたしましても職業紹介ということでやりま

すけれども、今回、いろんな事業体のところ

に学校へ行ってくれという御案内に行ったん

ですけれども、やっぱり林業大学校を出たら

もう引っ張りだこじゃないかなというような

声をいただいておりますので、それに応えら

れるような研修をやっていきたいと考えてお

ります。 

 

○吉永和世委員 求人が来ると思ってていい

わけですか。 

 

○入口林業振興課長 はい。 

 

○吉永和世委員 それは、多分引っ張りだこ

になるんだろうなというふうに思うんですけ

れども、これは定員を今後ふやすということ

もあり得るというふうに思ってていいんです

か。 

 

○入口林業振興課長 １年やってみて、あと

規模感もあるんですが、どうしても現場での

実習とかいろいろ危険も伴うものですから、

教える側も要りますので、どこが適正かとい

うのがありますので、十分検討させていただ

きたいと思っております。 

 

○吉永和世委員 外国人活用というのは、林

業の関係者は余り検討してないということで

ございますので、この林業大学校の果たす役

割というのは非常に大事な部分があるのかな

というふうに思いますので、ぜひ今後とも頑

張っていただければと思います。 

 

○入口林業振興課長 ありがとうございま

す。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにございませんか。 

 

○磯田毅委員 ２点ちょっとお尋ねします。 

 40ページの露地野菜の生産拡大対策事業。 

 ことしは、重量物の露地野菜が非常に安く

て、今もまだ安値が続いているかと思います

けれども、私の近所でもトラクターの餌にな

ったキャベツや白菜があったんですけれど

も、こういった、特に今の寒い冬から春に変

わっていく端境期に出荷調整できるような冷

蔵庫ですね。そういったものについての要望

とかいうのは上がっているかということと、

そしてそういった検討はしているのかという

のが１つですね。 

 もう一つは、これは水産のほうですけれど

も、109ページのＥＵ向けのくまもとの魚輸

出ですね。一体どんな様子なのか、ちょっと

お聞きしたくて質問しました。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 露地野菜の振興につきましては、委員がお

っしゃりますように、機械の導入あたりを中

心に進めてまいりましたが、近年、委員のお

話にありますように、出荷の調整というのも

非常に重要な要素になってきておりますの

で、今現在、地元のＪＡ、それから関係者集

まりまして、施設の整備のあり方、それから

規模感、いつの時期に実施するのかというの

を検討されておりまして、早ければ来年度あ



第７回 熊本県議会 農林水産常任委員会会議記録（平成31年３月12日) 

 

 

 

- 28 - 

たりに出せればというふうなことは聞いてお

りますけれども、今検討中という段階と聞い

ております。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 ＥＵの輸出についてでございますが、現

在、水産物の輸出が、私どもが調べておる中

では、全体でですけれども、24億ほどござい

ますが、そのうちＥＵへ輸出しておるものは

3,800万ほどでございます。わずかではござ

います。 

 ＥＵにつきましては、事前の国の登録が必

要ということで、まず、登録施設になること

が必要でございます。これは、全国に60カ所

程度しかございません。現在、うちの県で１

カ所あるということで、そこから輸出をされ

ているというところでございます。 

 今回想定しておりますのが、海水養殖漁

協、養殖関係の組合員になりますけれども、

そちらのほうが、ぜひヨーロッパに売り込み

を──このチャンスにつなげたいということ

で、取り組みをされるということで支援をす

るものでございますが、現在は、ブリについ

ては18％から15％、それから、マダイについ

ては15％の関税がかかっております。これが

今回のことで即時撤廃ということになります

ので、ぜひともそのチャンスをものにしたい

ということでございます。そのために施設を

少しグレードアップさせまして、また、販路

拡大するということで商談を進めるというふ

うなことの支援内容でございます。当初は、

イタリア、イギリスあたりを目標に、初年度

はできれば3,000万ぐらいの輸出はしたい

と、つなげたいというふうな意気込みで来年

度取り組んでいきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 

○磯田毅委員 将来性が見込めるというとこ

ろですね。 

 さっき露地野菜のことですけれども、どれ

ぐらいの規模になるかとかいうのは、これは

非常に難しいと思いますし、特に、ブロッコ

リーとかカリフラワーですね。こういった花

類についての調整は非常に私は難しいと思う

んです。やっぱり白菜とかキャベツの重量物

を中心としたものになるかなと、そう思って

いるんですけれども、ことしの異常な安値か

らすると、やっぱりこれは早目に対策をとっ

たほうが私はいいかなと思っておりますし、

もう一つついでに言えば、さっき強靱化でハ

ウスの補強というのが非常に好評というこ

と、その中で、実は老朽化が進んでさびが来

て部分的に弱っているところの補強とか、例

えば塗料とか、さびどめとかなんか、そうい

ったものも含むんですかね、この強靱化とい

うのは。 

 

○大島農産園芸課長 資料でいいますと、37

ページに、委員お話のありました農業用ハウ

ス強靱化緊急対策事業、これは国費を使って

いる事業でございます。こちらについては、

現存の部材の入れかえ、それから補修的なも

のは対象となっておりません。新しく横のは

りとか柱を追加して建てることで補強するも

のになります。 

 そのほかに、私ども、単県事業のほうで、

ページでいいますと、40ページの一番上に攻

めの園芸生産対策事業とございます。こちら

につきましては、２行目のところに気象災害

に負けない産地づくりとございまして、この

部分では、機能強化を図りながら、現存のと

ころを改修していくものについては幾分対象

になる部分も──ただ塗るだけというのはち

ょっとなかなか難しいですけれども、非常に

強度を高めるというような形での機能向上を

図りながら部材を入れかえるものは可能と考

えております。両方御利用いただければ、た

だ……。 
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○磯田毅委員 私、ハウスのプロですから、

よくわかりますけれども、ただ、基礎的な部

材が弱いのにいろんな補助パイプみたいなも

のを入れても、もともと耐候性がないわけで

すから本当に非常に難しいと思いますし、金

額的にも少ないなと思った――納得がいきま

した。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 委員のほうからお話がありましたように、

どんなに補強してもなかなか強度が上がらな

いようなハウスにつきましては、資料でいい

ますと、43ページ、上段のところ、右側の説

明欄に強い農業づくり支援事業、それから２

番目に産地パワーアップ事業がございます。

こちらの事業の中で耐風性の高いハウスの整

備自体、いわゆる建てかえを含めて、新設、

この事業で対象になっておりますので、こち

らのほうでの建てかえ、それから現存の施設

の補強につきましては、先ほど説明した37ペ

ージのこの強靱化、この両方を使い分けなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

○磯田毅委員 ことしのトマトは非常に安値

が続いて、多分新しくハウスリース事業でハ

ウスを増設したいという意欲はずっと今なえ

てる状況と思いますので、補強とかこういっ

た事業はこれから先もっと重要になるかと思

います。やはり収益性が今非常に落ちてるわ

けですから、コストを下げるといった意味で

は、新しくハウスリースでつくるんじゃなく

て、今持っているやつの補強、こういったも

のはもっと需要はふえてくると思いますの

で、もっともっとこれは強化していただきた

いと思います。 

 

○西岡勝成委員 44ページなんですけれど

も、私は、何年か前に、中山間地の農業後継

者は非常につくりにくいし、土地も集約化し

にくいし、営農的にも難しいということで、

ＪＡが参画すべきじゃないかという質問をし

て、知事もそれには答えてもらったと思って

いるんですけれども、今ＪＡそのものが農業

参画をしている地域はどのぐらいあるんです

か。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 今現在、ＪＡのほうで農業参入規程を設け

て直接農業経営に参入しているＪＡとしまし

ては、ＪＡあしきた、これはイチゴを主体と

した経営でございます。それから、ＪＡ鹿

本、こちらはナス、トマト、スイカなどを経

営されております。それから、先生の御地元

でありますＪＡあまくさ、こちらはミニトマ

トを主体とした経営、この３ＪＡが正式な手

続を経てＪＡ農業経営に参入されておられま

す。 

 

○西岡勝成委員 その経営状況といいます

か、内容的にはいかがなものですか。 

 

○大島農産園芸課長 農産園芸課でございま

す。 

 ＪＡそのものが、今まで農業経営をされた

ことがないということもあります。それか

ら、ＪＡの職員の就業規則上、いわゆる時間

外が発生したり休暇が発生したりということ

がありまして、労務管理の面で非常に苦戦を

されております。そういったこともあります

ので、この44ページの説明欄６のマル新、営

農システムの構築と書いてあるところが、い

わゆる中小企業診断士ですとか、そういう経

営的な専門家の人に少しアドバイスをいただ

きながら経営を安定させ、さらには中山間地

ではなかなか１つの品目では経営が成り立ち

にくうございますので、複合品目で経営を安

定していただくという、その次のステップに
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移っていただく御支援をさせていただければ

ということで、新たなメニューとして予算措

置をしたところでございます。ソフト事業で

す。 

 

○西岡勝成委員 農協であれ営利組織ですか

らね、できぬやつを長くはできぬでしょうか

ら、やっぱりもうかる仕事じゃないと。私

は、薬草あたりも天草じゃある意味おもしろ

いし、要するに、高収益というものを考え

て、農作業あたりもいろいろ考えて、そうい

うこと、熊大あたりも非常に地域でそういう

取り組みをやってますし、薬学部あたりが。

ぜひ薬用植物等、ミシマサイコ、人吉の、あ

の辺が経営体がどうなのか、私もはっきりわ

かりませんが、ああいう土地に合った薬草あ

たりもＪＡが取り組むのにはおもしろいんじ

ゃないかと思いますけれども、いろいろ知恵

を出して──やっぱり農地がなくなるという

のは非常に大変なことですから、いろいろ２

次的なものが、弊害が出てきますので、ぜひ

ＪＡでここはもう頑張ってもらわんといかぬ

部分がありますので、知恵を出して、もうか

る何か、小さな畑でもやれる作物を探して、

ぜひ頑張ってもらえるようにお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 要望ですね。 

 ほかにはありませんか。 

 

○吉永和世委員 放流事業について、私は個

人的に大変期待をしてますし、一番効果のあ

るものなのかなと思っているんですけれど

も、対前年比で比較したときに、どれぐらい

アップしている、そこら辺はどうなんでしょ

う。 

 

○緒方勇二委員長 放流ということは、水産

……。 

 

○山田水産振興課長 水産振興課でございま

す。 

 種苗の放流につきましては、基本的には、

市町村それから漁協さんと栽培漁業地域展開

協議会というものをつくりまして、毎年計画

的に放流を行っているところでございます。

また、そのほかにも単独で漁協あたりがまか

れるというふうなものもございます。 

 また、今回提案をさせていただいておりま

す八代海のほうは、ばらばらにやっていたも

のを、エビ類についてなんですけれども、今

後一緒にやろうじゃないかというふうな動き

に努めているところでございます。数量的に

いいますと、30年度の実績、31年度もほぼ同

じ程度のものを予定いたしております。た

だ、先ほど御説明いたしましたエビ類につい

ては、共同放流をやろうというような動きで

ございますので、今まで300万尾程度をやら

れていたものを550万尾ぐらいまで引き上げ

たいというふうなことで来年度は取り組む予

定といたしております。 

 数字を具体的によろしいですか。 

  （「言ってください」と呼ぶ者あり） 

○山田水産振興課長 具体的にいいますと、

例えば、マダイであれば96万尾、それからヒ

ラメにつきましては63万尾、イサキについて

は25万尾、カサゴについては８万尾、それか

らガザミについては212万尾、それからクル

マエビにつきましては、これは有明海のほう

ですけれども、664万尾程度を計画をしてい

るというところでございます。 

 

○吉永和世委員 ありがとうございました。 

 減額になっとったら悲しいなと思って聞い

たんですけれども、同程度ということで安心

しました。でも、非常に効果のあるものだと

思っているので、できれば、今後もちょっと

ふやすような形でまた検討いただければなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いし

たい思います。 
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○緒方勇二委員長 ほかにありませんか。 

 

○中村亮彦委員 ３ページなんですけれど

も、これもまた新で、説明欄の県内開催国際

スポーツ大会地域食材等ＰＲ事業ということ

で計上されてますけれども、ことしは国際ス

ポーツ大会の年でありまして、海外から、そ

れから県外から、大変多くの方がこの地域、

熊本県に入られて、いろんなスポーツを、も

ちろん目的はスポーツ観戦でありますけれど

も、そこに熊本でできた農産物、畜産物、水

産物、これを紹介しＰＲをされるということ

は大変いいことだと思いますので、どんどん

やってほしいというふうに思うんですけれど

も、問題は、その先でありまして、できれ

ば、このＰＲしたことによって、営農家の方

々の例えば販路の拡大であったりとか、ひい

ては所得向上、このようなものに結びつくよ

うなことがあれば、もし想定されているよう

なことがあれば、それをお聞きしたいのと、

もう一つは、これはＪＡ等の農業団体と連携

されるんでしょうか。 

 以上２点をお聞きしたいと思うんですが。 

 

○千田農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 委員の御指摘にありました３ページの事業

につきましては、この事業自体につきまして

は、大きく２本立てにしておりまして、１点

が、ファンゾーンのにぎわいづくり支援とい

うことで、特に八代地域と鹿本地域です。来

年度の国際スポーツ大会では、特に女子ハン

ドボール世界選手権につきまして、八代、鹿

本の会場で、特に、にぎわいづくりのために

農林水産関係のブースを出展するイメージで

考えている部分が１つ、もう一点が、各地域

振興局単位で、主体的にこうしたファンゾー

ン、こちらはラグビーのほうも含みますけれ

ども、ファンゾーンに主体的にかかわってい

ただいて、農林水産物のＰＲを行っていただ

きたいという事業がこちらになっておりま

す。 

 また、委員がお尋ねになりました販路拡大

等につなげられるようにというお話につきま

しては、こちらの農林水産政策課の事業以外

にも各課で事業を講じておりまして、特に意

識しておりますのは、オリ・パラに向けて、

それぞれ農林水産物のＧＡＰですとか、国際

認証取得に向けた取り組みを行っているとこ

ろです。 

 また、あわせて、これは通常からの取り組

みでもありますけれども、ＧＩですね。もし

くは地域団体商標登録ですとか、そういった

ブランド価値を高める取り組みもあわせて行

っているところでして、いずれにせよ、こう

した国際スポーツ大会等のイベントをきっか

けに多くの県内外の方に接してもらうことに

よって、販路拡大もしくはＰＲにつなげてい

きたいというふうに考えております。 

 また、ＪＡ等の参画につきましても、もち

ろん各地域におきましては、ＪＡと地元の農

林水産関係団体と一緒になった取り組みを想

定しておりますし、既にファンゾーン、特に

ラグビー関係のファンゾーンについても設け

られる予定になっておりますが、既に農業関

係団体等にも声かけを行っておりまして、出

展の意思等の確認も照会しているところで

す。委員御指摘のとおり、一緒に連携して取

り組んでいきたいと考えております。 

 

○中村亮彦委員 そもそもこのスポーツ大会

に来られる方々は、海外の方々、県外の方々

もそうですけれども、目的はスポーツ観戦と

いうことでありまして、また、それに加えて

観光であったりとか、もうちょっと掘ってい

きますと、その地域の伝統や文化、またはそ

の地域の特産物を見るというふうな目的もあ

るんだというふうに思うんですけれども、も

ちろん、農産物や水産物を見にくる、例えば

バイヤーの方々ですね、こういう方々が来ら
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れるわけじゃないわけだから、全国的に展開

する販路の開拓ということには直接はつなが

らないかというふうには思うんですけれど

も、やっぱりいろんな方が、特に外国の方々

が、農産物、水産物、また、それにかかわる

加工品ですね、こういうものに味を親しんだ

り、慣れたり、あるいは日本を知っていただ

くことによって、その次に開催される東京オ

リパラあたりにでも、先ほどお答えにもあっ

たように、そういうことにも、この熊本のそ

ういう産物が紹介される、あるいは使われる

ということになると、大変夢が広がる話だと

いうふうに思いますので、先ほど言いました

ように、やっぱりＪＡの方々におかれまして

は、本当にその地域の特産物をよく理解をさ

れておりますし、また、加工についてもいろ

んな技術を習得されているというふうに思う

ので、その辺のところは協力し合ってやって

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 要望でいいですね。 

 ほかにございませんか。 

 

○山田水産振興課長 済みません、水産政策

課でございます。 

 先ほど吉永委員のほうから御質問がありま

した放流の件でございますが、ちょっと説明

が不足しておりまして、資料111ページをご

らんください。 

 上段の水産資源保護育成事業費でございま

すが、こちらが先ほど申し上げました放流関

係の費用を含んだところでございます。予算

的に申し上げましても543万円余り増加をい

たしております。これは、八代海のエビの共

同放流事業等に新たに取り組むというふうな

部分で、済みません、予算のほうもふえてる

というところでございますので、申しわけご

ざいません。 

 以上でございます。 

 

○入口林業振興課長 林業振興課でございま

す。 

 先ほど磯田委員からタケノコの輸入割合に

ついてお尋ねがありました。お答えさせてい

ただきます。 

 平成29年度の輸入量でございますが、17万

2,000トンでございます。消費量が19万6,000

トンでございまして、輸入割合は88％となっ

ております。県内の生産量ですけれども、

3,700トンでございます。 

 以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 ほかにありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 なければ、これで付託議

案等に対する質疑を終了いたします。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第48号、第57号、第58号及び第

85号から第88号までについて、一括して採決

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第48号外６件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第48号外６件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 まず、12月の委員会において取りまとめを
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御一任いただきました平成30年度農林水産常

任委員会における取り組みの成果について、

お手元に配付のとおり案を作成しましたので

御説明します。 

 この常任委員会における取り組みの成果

は、今年度の当委員会の審議の中で、委員か

ら提起された要望、提案等の中から、取り組

みが進んだ主な項目を取り上げ、３月に県議

会のホームページで公表するものです。 

 項目の選定等について、副委員長及び執行

部と協議し、当委員会として９項目の取り組

みを上げた案を作成いたしました。 

 ここに上げた項目は、いずれも委員会審議

により、取り組みが進んだ、あるいは課題解

決に向けての検討や調査が動き出したような

ものを選定しております。 

 もちろん、この項目以外の提起された課題

や要望等についても、執行部で調査、検討等

を続けておられますが、これらの項目を特に

具体的な取り組みが進んでいるとして取り上

げました。 

 それでは、この案につきまして、何か御意

見はございませんでしょうか。この案でよろ

しいですかね。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 では、この案でホームペ

ージへ掲載したいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 なお、簡易な文言の整理や最新データへの

時点修正があった場合は、委員長に一任いた

だきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 次に、その他で何かありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 なければ、済みません、

私から１つだけお願いいたします。 

 スマート農業、あるいはいろんなスマート

林業とかございますけれども、近代農業の黎

明期において、特に担い手の育成、新規就農

者も増大してきたというふうに感じておりま

すが、今後さらに推し進めるときに担い手や

新規就農者をきちんと確保していく、認定農

業者の１万人を常に確保していくんだという

お取り組みに対しては敬意を払うところであ

りますが、今後、スマート農業、スマート林

業、スマート水産業もそうでしょうが、農業

関係にぜひスマート関係を特段の配慮をもっ

て入れるべきだと。そのことによって、入学

者も随分減ってきましたけれども、高校生

が、特にスマート農業なんかの展開をする場

合は、メーカーとデモとかいろんなことをし

ていただきますけれども、そういう学校の水

田とか畑地で展開していただければ、子供た

ちが目をきらきらとするんじゃなかろうかな

というふうに思いますので、特にドローンと

かは高校生のほうが覚えは早いだろうと思い

ますので、ぜひその辺を要望させていただき

ます。よろしくお願いします。 

 ほかにはありませんか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 なければ、以上で本日の

議題は全て終了いたしました。 

 最後に、陳情・要望等が１件提出されてお

ります。参考として、お手元に写しを配付し

ております。 

 それでは、これをもちまして第７回農林水

産常任委員会を閉会します。 

  午後０時16分閉会 

――――――――――――――― 

○緒方勇二委員長 なお、本年３月末をもっ

て退職される方が、本日５名出席されており

ます。 

 ５名の方々に一言ずつ御挨拶をいただけれ

ばと思っておりますが、委員の皆様、よろし

いでしょうか。 

   (｢はい」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 それでは、１人ずつ、一
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言ずつでも結構ですので、お聞かせいただけ

ればと思います。 

 最初に、西森農村振興局長から順にお願い

いたします。 

   (農村振興局長、森林局長～技術管理課

長の順に挨拶) 

○緒方勇二委員長 皆さん、お疲れさまでご

ざいました。 

 次に、議会のおもしと言うてもおかしくな

いような、この委員会で西岡委員も勇退され

ますので、西岡委員のほうからも一言御挨拶

を賜ればと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○西岡勝成委員 貴重な時間をいただきまし

てありがとうございます。 

 私も、昭和57年の２月１日に補欠選挙で初

当選以来、37年と今２カ月近くになるわけで

すけれども、農林水産常任委員会の視察先で

突然脳幹梗塞に襲われまして、まあ、おかげ

さまで、手足に不自由なく、ほとんど後遺症

もなくこうやって元気におるんですけれど

も、もう病気しましたときは非常にショック

で、早目にこれは進退を決めないと、牛深の

選挙事情から非常に後継をつくるのは難しい

という一念で、もう昨年の３月に勇退するこ

とを決意をいたしました。 

 37年間振り返ってみますと、多分６割以上

は農水関係といいますか、まず、経済委員会

におりまして、当時、経済委員会は、商工観

光労働部と林務水産部を担当してましたの

で、経済委員会の委員長を３回仰せつかりま

した。その後、水俣病関係で厚生常任委員会

が長かったんですけれども、本当に何もわか

らぬ私をいろいろ、先輩議員初め、執行部の

皆さん方からいろいろなことを学ばせていた

だいて、あらゆる角度からいろいろな質問を

受けても答えられる、世の中広くなったとい

いますか、私は、大学卒業してそのまま水産

の仕事に入ったものですから、世の中を見る

目が狭かったんですけれども、非常に政治家

というのはあらゆる角度から物を見ることを

教えていただいて、本当にありがたく感じて

おります。 

 あと、まだ73歳ですので、100まで生きて

ぴんぴんころりで逝こうというのが私の次の

ステージの目標でございますので、農業で学

んだ薬草を自分で育てながら、証明になって

頑張っていきたいと思います。まだ元気でお

りますので、どうかひとつ、いろいろな場面

でお会いできましたら、今後とも声かけてい

ただいて、おつき合いいただきますようにお

願い申し上げたいと思います。 

 長い間、本当にありがとうございました。

(拍手) 

 

○緒方勇二委員長 お疲れさまでございまし

た。 

 なお、ことし最後の委員会でございますの

で、一言御挨拶を申し上げます。 

 この１年間、松村副委員長を初め、委員の

先生方の御協力をいただきながら、委員会の

活動を進めてまいりましたが、各委員におか

れましては、県政の抱える重要な諸課題につ

きまして、終始熱心な御審議を賜り、まこと

にありがとうございました。 

 また、福島部長を初め、執行部の皆様方に

おかれましては、終始丁寧な説明と答弁をい

ただき、心から厚く御礼申し上げます。 

 また、先ほど御挨拶をいただきましたが、

この３月をもって勇退される皆様方におかれ

ましては、長い間県政に携わっていただき、

まことに御苦労さまでございました。御勇退

後も、ぜひ県民の一人として、今日まで培わ

れた知識と経験をもとに、新たな場所で御活

躍をお祈り申し上げます。 

 最後になりましたが、各委員並びに執行部

の皆様方の今後ますますの御健勝と御活躍を

祈念申し上げまして、簡単ですが、御挨拶と

させていただきます。 
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 本当にお世話になりました。ありがとうご

ざいました。(拍手) 

 次に、松村副委員長からも一言御挨拶をお

願いします。 

 

○松村秀逸副委員長 それでは、一言御挨拶

申し上げます。 

 まずは、長年お勤めいただいた執行部の皆

さん、退職の皆さん方、大変御苦労さまでし

た。そしてまた、御勇退される西岡先生も大

変御苦労さまでした。 

 この１年間、緒方委員長のもとで、委員会

運営に努めさせていただきまして、その間、

委員の皆さん方には、御指導、御鞭撻、ま

た、執行部の皆さん方には、大変丁寧な御指

導、真摯に対応していただき、大変ありがと

うございました。 

 本県におきましては、まだまだ厳しい、ま

た、ＥＰＡとＴＰＰ11等で農業者の皆さん大

変だと思いますが、そういうものに対して、

今後とも皆さんとともに、県政あるいは農林

水産の発展のため、しっかりと頑張っていた

だき、本県がさらに発展しますよう御祈念申

し上げまして、御挨拶といたします。 

 本当にありがとうございました。(拍手) 

 

○緒方勇二委員長 以上で終了いたします。 

 皆様、大変お疲れさまでした。 

  午後０時25分 
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